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論　説

英国の欧州連合（EU）離脱に係る EU発出の
ステークホルダー向け注意喚起の概要

松澤幸太郎
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はじめに

　2016年 6 月23日英国の EU離脱に関する国民投票が行われ、離脱に賛成51.89％、
反対48.11％で、英国の EU離脱が支持された。その後英国は、欧州連合条約（EU

条約）第50条に従って、翌2017年 3 月29日 EUからの離脱の意思を欧州理事会に通
知した。
　その後同年 6月19日から離脱交渉が始まり、同年12月 8 日には、離脱の条件に関
わるいわゆる第一段階の交渉に関し、英国と EU間で大筋の合意がされ、12月15日
の欧州理事会では、第二段階すなわち英国と EU間の将来の関係に関する交渉を開
始することとされ、現在まで交渉が続けられている。
　英国の EU離脱の期限である2019年 3 月29日までに、英国と EU間の交渉がまと
まり英国と EU間で、EU条約第50条の定める、離脱協定が締結され発効し、さら
には英国と EU間の将来関係に関する条約についても同様に交渉がまとまり発効す
るならば、英国と EUの関係はそれらの協定の定めるところによって規律されるこ
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とになる。他方で、周知のとおりこれまでの交渉では、英国の EU離脱後に英国と
アイルランド間の国境をどのように扱うかに関する、いわゆるアイルランド国境問
題や、EUにおける英国の財政負担と英国の EU離脱の関係、並びに英国の EU離
脱後における英国及び EU市民の EU及び英国における権利の問題等、各種の問題
があり、それらについて交渉がまとまるかは必ずしも楽観できない、とする向きも
ある。
　仮にこれらの交渉がまとまらなかった場合、英国と EUの関係はどうなるのか、
に関する全体像あるいは詳細は必ずしも明確でないが  1、この点に関し EUは、2017
年末からいくつかの文書を公開し民間事業者等のステークホルダーに注意を促して
いる 2。
　このような EUの公開している文書が想定しているような状況が生じないことが
望ましいと一般的には考えられていると思われるが、本稿では、その文書を概観し、
仮に英国と EU間の交渉が整わなかった場合どのような状況が生じる可能性がある
かについて分析する 3。

1 ．共通する内容

　EUの発出している文書は、その全てで共通している部分と、個別の分野ごとの
部分からなっている。このうち前者の共通する部分では、概要以下の三点が述べら
れている。
（ 1）2017年 3 月29日 EUから離脱する意図を、EU条約第50条に基づいて EUに英
国が通知したことから、離脱協定で別異の定めがおかれない限り、EUの一次法及
び二次法は、2019年 3 月30日に英国に適用されないことになる。
（ 2）英国の EU離脱の影響は、EU加盟国及び加盟国の政府機関にのみ影響するの

1　この点に関し英国上院は、英国政府、欧州理事会、欧州議会、それぞれの英国と EUの関
係に関する考え方を比較した文書をリリースしている。https://www.parliament.uk/documents/
lords-committees/eu-select/scrutiny-brexit-negotiations/brexit-negotiations-comparison-table.pdf

2　 7 月 9 日現在、EUは67種類の注意喚起（notice）を出しており、さらにそのうちの一つに
関連して Q&Aを出している。https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-
notices_en

3　本稿では、2018年 7 月 9 日までに EUが公開している注意喚起を紹介するが、本稿発行以
降もさらに同様の注意喚起が別の分野・事項に関し公表される可能性があることには留意
が必要である。
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ではなく、私人にも影響する。
（ 3）離脱協定の内容に係るものを含む少なからぬ不確定性に鑑み、ステークホル
ダーは、英国が第三国になった際の法的影響に関して留意することが求められる。

2 ．文書のリスト

　現在までに出されている注意喚起は以下のとおりである。なおここでは、Q&A

は除き、また、関連する内容でグルーピングしている。各文書の概要は、EUの
Webの掲載順に別添資料で紹介する。なお以下で示す左端の番号は EUのWebに
おける掲載の古い順から筆者が採番したものである。

＜法制度＞

（ 1） 私法及び国際私法（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU 

RULES IN THE FIELD OF CIVIL JUSTICE AND PRIVATE INTERNATIONAL LAW）
（ 2） 会 社 法（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES ON 

COMPANY LAW）
（ 4）公共調達（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES IN 

THE FIELD OF PUBLIC PROCUREMENT）
（28）監査（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES IN THE 

FIELD OF STATUTORY AUDIT）
（58） イ ニ シ ア テ ィ ブ（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU 

RULES IN THE FIELD OF THE EUROPEAN CITIZENS’ INITIATIVE）
（67）公共調達に係る安全保障（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND 

EU RULES IN THE FIELD OF INDUSTRIAL SECURITY）

＜情報＞

（ 3）情報保護（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM FROM THE UNION 

AND EU RULES IN THE FIELD OF DATA PROTECTION）
（39）電子商取引及びネットの中立性（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM 

AND EU LEGISLATION IN THE FIELD OF ELECTRONIC COMMERCE AND NET 

NEUTRALITY）
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（44）セキュリティネットワーク及び情報システム（WITHDRAWAL OF THE 

UNITED KINGDOM AND EU RULES IN THE FIELD OF SECURITY OF NETWORK 

AND INFORMATION SYSTEMS）
（45）電気通信（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES IN 

THE FIELD OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS）
（46）音響映像及びメディアサービス（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM 

AND EU RULES IN THE FIELD OF AUDIOVISUAL MEDIA SERVICES）
（48）電子認証及び電子商取引の寄託サービス（WITHDRAWAL OF THE UNITED 

KINGDOM AND EU RULES IN THE FIELD OF ELECTRONIC IDENTIFICATION 

AND TRUST SERVICES FOR ELECTRONIC TRANSACTIONS）
（49） 地 理 的 ブ ロ ッ ク（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU 

LEGISLATION IN THE FIELD OF GEO-BLOCKING）
（54）eu ドメインの利用（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU 

RULES ON .EU DOMAIN NAMES）
（55）著作権（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES IN THE 

FIELD OF COPYRIGHT）

＜工業品＞

（ 8）工業製品（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES IN 

THE FIELD OF INDUSTRIAL PRODUCTS）
（22）輸出入免許（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES IN 

THE FIELD OF IMPORT/EXPORT LICENCES FOR CERTAIN GOODS）
（33）自動車（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES IN THE 

FIELD OF TYPE-APPROVAL OF MOTOR VEHICLES）
（53） 車 及 び エ ン ジ ン（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU 

RULES IN THE FIELD OF TYPE-APPROVAL OF CERTAIN VEHICLES AND 

ENGINES）

＜運輸＞

（ 5）道路運送（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES IN 

THE FIELD OF ROAD TRANSPORT）
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（ 6）航空運送（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES IN 

THE FIELD OF AIR TRANSPORT）
（ 7）船員資格（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES ON 

THE MINIMUM LEVEL OF TRAINING OF SEAFARERS AND THE MUTUAL 

RECOGNITION OF SEAFARERS’ CERTIFICATES）
（35）海運（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES IN THE 

FIELD OF MARITIME TRANSPORT）
（40）内水運輸（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES IN 

THE FIELD OF INLAND WATERWAYS）
（59）航空安全（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU AVIATION 

SAFETY RULES）
（66）航空及び海運に係る安全（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND 

EU RULES IN THE FIELD OF AVIATION SECURITY AND MARITIME SECURITY）

＜知的財産権＞

（ 9）登録商標等（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES 

FOR TRADEMARKS AND COMMUNITY DESIGNS PURSUANT TO REGULATION 

(EU) 2017/1001 ON THE EUROPEAN UNION TRADE MARK AND REGULATION 

(EC) NO 6/2002 ON COMMUNITY DESIGNS）
（63）通関における知的財産権（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND 

EU RULES IN THE FIELD OF CUSTOMS ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL 

PROPERTY RIGHTS）

＜農林水産業・食品＞

（10）動物の繁殖（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES IN 

THE FIELD OF BREEDING OF ANIMALS）
（13）動物を移送する者、運転者、添乗者（WITHDRAWAL OF THE UNITED 

KINGDOM AND EU RULES FOR AUTHORISATIONS AND CERTIFICATES FOR 

TRANSPORTERS OF LIVE ANIMALS, DRIVERS AND ATTENDANTS）
（14） 植 物 保 護 製 品 等（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU 

RULES ON PLANT PROTECTION PRODUCTS）
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（15） 植 物 品 種 保 護 権（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU 

RULES IN THE FIELD OF UNION PLANT VARIETY RIGHTS）
（16）動物の屠殺（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES 

ON CERTIFICATES OF COMPETENCE PURSUANT TO THE REQUIREMENTS OF 

REGULATION (EC) NO 1099/2009 ON THE PROTECTION OF ANIMALS AT THE 

TIME OF KILLING, TO SLAUGHTERHOUSE OPERATORS）
（17）動物用飼料（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES 

ON ANIMAL FEED）
（18）種苗（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES IN THE 

FIELD OF MARKETING OF SEEDS AND OTHER PLANT REPRODUCTIVE 

PROPAGATING MATERIAL）
（19）遺伝子組換え食品等（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU 

RULES ON GENETICALLY MODIFIED FOOD AND FEED AND THE DELIBERATE 

R E L E A S E  O F  G E N E T I C A L LY M O D I F I E D  O R G A N I S M S  I N T O  T H E 

ENVIRONMENT）
（20）ミネラルウオーター（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU 

RULES IN THE FIELD OF DIRECTIVE 2009 /54 /EC OF THE EUROPEAN 

PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL OF 18 JUNE 2009 ON THE EXPLOITATION 

AND MARKETING OF NATURAL MINERAL WATERS）
（21）殺生物製品（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES 

ON BIOCIDAL PRODUCTS）
（24）食品法（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU FOOD LAW）
（36）動物の保健（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES 

ON ANIMAL HEALTH AND WELFARE AND PUBLIC HEALTH RELATED TO THE 

MOVEMENT OF LIVE ANIMALS）
（47）植物の健全性（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES 

ON PLANT HEALTH）
（50） 木 材・ 木 材 製 品（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU 

RULES IN THE FIELD OF FIGHT AGAINST ILLEGAL LOGGING AND ASSOCIATED 

TRADE）
（57） 漁 業 及 び 水 産 物（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU 
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RULES ON FISHERIES AND AQUACULTURE）

＜医療・医薬品＞

（11）医薬品等の承認（NOTICE TO MARKETING AUTHORISATION HOLDERS OF 

CENTRALLY AUTHORISED MEDICINAL PRODUCTS FOR HUMAN AND 

VETERINARY USE）
（12）人間由来の組織等（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU 

RULES IN THE FIELD OF SUBSTANCES OF HUMAN ORIGIN (BLOOD, TISSUES 

AND CELLS, AND ORGANS)）
（62）薬品及び植物保護関連製品にかかる追加的な特許保護（WITHDRAWAL OF 

TH E U N I TED K I N G D O M  A N D  EU  LEG I S LATI O N  I N  TH E F I ELD  O F 

SUPPLEMENTARY PROTECTION CERTIFICATES FOR MEDICINAL PRODUCTS 

AND PLANT PROTECTION PRODUCTS）

＜税務・関税＞

（23） 関 税 及 び 間 接 税（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU 

RULES IN THE FIELD OF CUSTOMS AND INDIRECT TAXATION）
（64） 特 恵 原 産 地 規 則（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU 

RULES IN THE FIELD OF CUSTOMS AND EXTERNAL TRADE PREFERENTIAL 

ORIGIN OF GOODS）

＜環境＞

（25） 廃 棄 物 法（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU WASTE 

LAW）
（27）エコラベル（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES 

FOR THE USE OF THE EU ECOLABEL）
（42）エコマネジメント及び監査（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM 

AND EU RULES IN THE FIELD OF THE COMMUNITY ECO-MANAGEMENT AND 

AUDIT SCHEME (EMAS)）
（43）野生動植物種の保護（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU 

RULES ON TRADE IN PROTECTED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA）
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（52）船舶のリサイクル（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND THE 

EU SHIP RECYCLING REGULATION）

＜金融＞

（26）金融サービス（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES 

IN THE FIELD OF POST-TRADE FINANCIAL SERVICES）
（29）銀行及び支払いサービス（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND 

EU RULES IN THE FIELD OF BANKING AND PAYMENT SERVICES）
（30）保険・再保険（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES 

IN THE FIELD OF INSURANCE / REINSURANCE）
（31）金融商品市場（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES 

IN THE FIELD OF MARKETS IN FINANCIAL INSTRUMENTS）
（32）格付け機関（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES IN 

THE FIELD OF CREDIT RATING AGENCIES）
（34）資産管理（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES IN 

THE FIELD OF ASSET MANAGEMENT）
（61）欧州企業年金基金（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU 

RULES IN THE FIELD OF INSTITUTIONS FOR OCCUPATIONAL RETIREMENT 

PROVISION）

＜消費者保護＞

（37）消費者保護及び旅客の権利（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM 

AND EU RULES ON CONSUMER PROTECTION AND PASSENGER RIGHTS）

＜エネルギー＞

（41）電気及び再生電力（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU 

RULES IN THE FIELD OF GUARANTEES OF ORIGIN OF ELECTRICITY FROM 

RENEWABLE ENERGY SOURCES）
（51） ユ ー ラ ト ム（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND THE 

EURATOM ACQUIS）
（60） エネルギー市場（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND THE 
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INTERNAL ENERGY MARKET）

＜人の移動等＞

（56）越境レベルでの労働者の情報とコンサルテーション（WITHDRAWAL OF THE 

UNITED KINGDOM AND EU RULES IN THE FIELD OF INFORMATION AND 

CONSULTATION OF WORKERS AT TRANSNATIONAL LEVEL）
（65）専門職資格の承認（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU 

RULES IN THE FIELD OF REGULATED PROFESSIONS AND THE RECOGNITION 

OF PROFESSIONAL QUALIFICATIONS）

3 ．まとめ

　以上で紹介した一連の EU発出のステークホルダー向け注意喚起を概観すると、
以下の点を指摘することが出来ると考える。
（ 1）（英国と EU間の交渉がまとまらないまま）英国が EUから離脱すると、各種
申請、登録等に関するものを含む多くの行政手続が発生する可能性がある。
（ 2）（特に電気、通信、金融等）英国の EU離脱によって、EUが形成されることで
達成された規模の経済から生じる利益が喪失する。
（ 3）（（ 2）の結果として）EUが形成されたことによって生じた利益を前提として
いた日系企業を含む外国企業には、負担が生じる。

4 ．若干の検討

（ 1）英国のEU離脱の意義との関係

　英国が EUから離脱する決断をしたことには、英国への移民の流入をはじめ各種
の理由があると思われ、またその決定がなされた2016年 6 月23日の英国における国
民投票は、民主主義的手続に従った英国民による決定であることから、英国を含む
欧州において、それ自体は尊重されるべきと考えられていると解される。
　他方で、英国国民が当該国民投票において選択したのは EUからの離脱であって、
その結果として生じる各種の状況及びそれに対する対応については、英国議会を含
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む英国政府の今後の政策によるとされ、その如何によって英国による EUからの離
脱の正否あるいは損得が評価されるとしても、そもそも英国の EU離脱を国民投票
に付すこと自体が適切であったのか、ということは検討の余地があると思われる。
　実際に英国で行われた当該国民投票は、2015年に制定された欧州連合国民投票法
に基づいて行われたという点や  4、2016年 6 月23日の投票日までに英国政府は EU離
脱に関する各種の分析を行い、報告を公開する等していたことからするならば、情
報提供された有権者が公正な投票手続に従って行われた、という意味で確かに民主
主義的決定がされた、と評価することができる。しかしながらそれでもなお、この
テーマ自体が国民投票になじむものであったのかは、間接民主制度と直接民主制度
の長短の評価や、それぞれの制度の使い分けの問題との関係も含め、考える必要が
あると思われる。またその関連で、この事案を国民投票にかける判断を行った者や、
その後に続き間接民主制度の下で政治を行っている者の責任をどのように考える
か、についても考える必要があると思われる。
　また上記の通り、国民が当該国民投票において選択したのは EUからの離脱で
あって、その結果として生じる各種の状況及びそれに対する対応については、英国
議会を含む英国政府の今後の政策如何によると解される。このことを踏まえると、
具体的な英国の EUからの離脱の態様あるいは離脱後の英国と EUの関係のあり方
については、英国民ではなく、英国政府が責任を負うと解され、仮に本稿で紹介し
た EUの発出する注意喚起に記載されるような状況が実際に生じ、それによって被
害が生じるとするならば、その被害の態様や被害の生じた契機・経緯によっては、
法的責任も含め英国政府の責任が問われることになると考えられる。
　この点に関連して、メイ英国首相主催で日本企業を招きビジネス・ラウンドテー
ブルを開催する 5など、日本企業との関係で英国政府は多くの配慮を見せており、
これは評価できる。しかしながら、仮に本稿で紹介した EUの発出する注意喚起に
記載されるような状況が実際に生じ、それに対する英国政府の対応に問題があり、
そのことから日本企業等に損害が生じた場合には、依然として、場合によっては法
的責任も含む、英国政府の責任が問われ得ると考えられ、この点からするならば、
英国と EU間の交渉に関する情報提供等に止まらない、一層の英国政府の日本企業

4　この点に関する邦語文献として例えば、国会図書館「英国の EU 離脱と日本への経済的影
響」調査と情報―ISSUE BRIEF― NUMBER 916(2016年 8 月 2 日 )。 http://dl.ndl.go.jp/view/
download/digidepo_10159408_po_0916.pdf?contentNo=1

5　http://www.uk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/c_000045.html
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に対する配慮や具体的な支援等が引き続き求められる。

（ 2）EU及び EU加盟国の対応のあり方

　英国の EU離脱に関し EUの立場で考えるならば、そもそも英国の EU離脱は英
国独自の判断で決定されたことであって、そこから生じる問題があるとすれば、そ
れは、少なくとも第一義的には、英国が対応を考えるべきであり、また仮にこのこ
とから生じる損害等がある場合、その責任も英国が負担すべき、ということになる
かもしれない。
　確かに英国と EUの関係に関し全体として考えるならば、そのような考え方も出
来なくはない。他方で、本稿で紹介した EUの発出する注意喚起に記載されている
事項は、EUの規則や指令等に基づく規制に関する事項であり、そもそも英国政府
単独で対応できる問題ではない。その意味では、EUの対応も求められると考える。
また一般的にあるいは前提として英国の EU離脱について英国にその責任があると
しても、上述で紹介した各種の規制に関わる適用関係の変更等は EUの規則や指令
等に関係して生じることであることから、具体的に EUの発出している注意喚起で
記載されている各種の規則や指令等に基づく措置に起因して、ステークホルダーに
損失が生じるなどの問題があれば、場合によっては法的責任も含め、EUの責任が
問われることに EUは留意する必要がある。
　なおこのような責任論とは別に、本稿で紹介した EUの発出する注意喚起のいく
つかにおいては、英国の EU離脱後、従前 EUの所管の下にあったステークホルダー
に関する規制について EU加盟国が所轄することになる、としている。このような
変更については、関連する規則・指令等の解釈としては適切なのかもしれないが、
EUが最も関心を有している EUの一体性との関係で考えると、適切なのかは疑念
がある。なおこのような権限の所在の変更については、EUにおける権限配分の問
題であるので、そのこと自体は必ずしも法的に問題にならないとしても、関連する
規制やそれに関連する権限の EUから EU加盟国への移行が適切に行われない等の
場合、ステークホルダーとの関係では、EUあるいは EU加盟国が、法的責任も含め、
責任が問われる可能性があることに EUあるいは EU加盟国は留意する必要がある。
　さらにこの点に関連して、これまで EUに依存してきた規制権限の行使等を EU

加盟国自ら行う際には、適切な制度の整備とそのための費用負担等が生じることが
認識される必要があると思われ、それがなされない結果としてステークホルダーに
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損害が生じる等の問題があった場合には、法的責任も含め、EU加盟国の責任が問
われる可能性があることに留意する必要がある。
　以上を踏まえると、EUにおいて本稿で紹介した一連の注意喚起が発出されたこ
とは積極的に評価されるべきであり、これまでに発出されたのは67件にとどまる
が、EUの権限を考えると、実際にはこれらは一部に過ぎないと考えられるので、
関係者に対する透明性と予見可能性の提供の観点からは、さらにこのような注意喚
起の発出の取組みが一層推進されるべきと考えられる。また上記のような状況を考
えると、EUとしては、本稿で紹介したような注意喚起にとどまらず、より具体的
で実際的な、ステークホルダー向けの支援の取組みが求められると考える。

（ 3）具体的な対応として英国とEU及び EU加盟国に求められること

　英国や EUに限らず、一般に政府が何らかの政策を実施するためには、政策目標
や具体的な政策内容の他に、政策を実現するための各種の資源が必要となる。この
点に関し、民主主義的な決定を含め、政治的な決定を経て策定された政策を実現す
る場合、一次的には当該政府の歳入や人員等が投入されるが、税金の支払い等とは
別に当該国家等に所属する構成員等に一定の負担が求められる場合もあり得ないで
はない。
　しかしながら、このような政策実施の資源の投入については、例えば当該資源の
投入が合理的で必要であるか、その資源の投入の多寡が過剰でなく、出来れば最小
限であるか、あるいはその負担が出来るだけ軽減されるような賦課の態様とされて
いるか、が問題となる。特にこのような負担が当該国家等に既に帰属している資源
ではなく、特別に求められる場合や、当該政策の決定過程に関与していない者に資
源の提供の負担を求める等影響が及ぶ政策に関しては、より一層この点に関する配
慮が求められる。
　本稿で紹介した EUの発出する注意喚起が想定するステークホルダーの負担はこ
のような負担の一類型と考えられ、その負担ができる限り軽減されることが望まし
い、と考えられる。そしてこの観点からするならば、例えば次の点を述べることが
出来ると考えられる。
　まず、すでに本稿で紹介した EUの発出する多くの注意喚起で対応されているが、
単に注意喚起を促すだけでなく、関連情報を紹介し、またステークホルダーの照会
等に対応できる体制が整備され、連絡先が共有されることが求められる。さらに、
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この部分は EUで未だ必ずしも十分に対応されていないようであるが、企業への説
明会の開催や、ステークホルダーから受けた質問に対する対応の共有を図ること
も、ステークホルダーの便宜になるだけでなく、EU及び EU加盟国関係者の負担
を軽減することになると考えられる。
　次に、英国の EU離脱に伴って発生するステークホルダーによる申請等に関わる
行政手続を簡素化することで、ステークホルダーや EU及び EU加盟国関係者の負
担を軽減することが考えられる。具体的には、例えば以下のような方法が考えられ
る。
　第一に、本稿で紹介した EUの発出している注意喚起のうちのいくつかは、英国
の EU離脱以降も英国に所在する機関等が発行した許可等を、その有効期限までは
有効とするなど、英国の EU離脱から生じる事業環境の変化から生じる負担やリス
クを緩和するために一定の配慮をするものがある。これによって申請等が一時期に
集中するなどの負担の発生を避けることができる。またこのような措置は、ステー
クホルダーとの関係では、激変緩和措置としても作用することから、英国の EU離
脱を円滑に行うという観点からも、積極的に評価される対応と考えられる。
　第二に実務上、英国の EU離脱前に EU域内で事業活動を行っていたステークホ
ルダーに関しては、必要とされる許認可等の目的や性質にもよるが、既存の許認可
等を認めて、新たな規制において不利益な取り扱いをしないという意味で、グラン
ドファザリングできるものがあるかを、検討することが可能と思われる。またこの
場合に関連して、仮にグランドファザリングができないとしても、英国の EU離脱
前の EU域内で事業活動を行っていたことを踏まえ、簡易な許認可等の申請手続を
準備する等の合理的な行政手続の簡素化を採用することは必要であり、望ましいと
考える。
　第三に許認可等に係る審査等の手続については、異なる基準の適用が必要となる
場合、異なる部分を特定し、その異なる部分のみを許認可に係る審査等の対象とす
る、差分審査の方式をとることが出来る場合もあり、実務上このような手続を使う
ことで、行政機関の負担も、ステークホルダーの負担も軽減することが出来る。本
稿で紹介した EUの発出した注意喚起には具体的にどのような行政手続が適用され
るのかは必ずしも記載されていないが、もとより行政機関やステークホルダーに不
要な負荷をかけることは、英国も EUも目的としているところではないと思われる
ことから、各種の行政手続の目的等に鑑みて、可能な限り合理的な対応をすること
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が英国と EUには求められると考える。なおこの点に関し、EUから EU加盟国に
権限が移転され、EUによる審査から EU加盟国の審査が求められることになる場
合には、EUと EU加盟国間における適切な情報や審査ノウハウの共有、さらには
人事交流等各種の合理化の可能性を検討することが求められると考える。
　第四に、権利保護の為等に求められる登録等に関連して、本稿で紹介した EUの
発出する注意喚起の内容の中には、単純に英国での登録を EUでの登録に移転する
ために、ステークホルダーに EUでの再登録を求めるように解されるものもある。
このような場合には、ステークホルダーに負担をかけることなく、英国の登録を
EUにおける登録に移動することが可能であるならば、そのような方式をとること
がステークホルダーの便宜になると考えられる。英国当局と EUあるいは EU加盟
国当局の間における調整で対応可能なものについて、あえてステークホルダーの行
為を要求するのは、単純にステークホルダーの負担を増やすだけであるので、望ま
しいとは思われない。

（ 4）英国のEU離脱と今後のEU及び欧州のあり方

　周知の通り英国の EU離脱は、EUのあり方についても問題を提起しており、EU

市民に対して EUがもたらす利益の有無及びその内容が問われている。このような
問題状況との関係で、今回紹介した EUの注意喚起の内容においては、EU市民に
不利益が及ぶものもあるが、それらについては、EU市民の利益保護の観点から、
EUとしてどのように対応するのか、について検討すべき点があるのではないかと
思われる。
　また、そもそも EUは、EU加盟国以外とも、規制の相互認証等を進めてきており、
その観点からするならば、ある EU加盟国が EUから外れたからといって、そのよ
うな取り組みの方向性を取らず、規制の共通性を阻害するような方向で対応する必
要はない、とも考えられる。この点に関し、より具体的に、例えば電気、通信、金
融等の分野については、規制の統一等を通じて規模の経済に基づく経済的効用を、
英国を含む EU全体で享受している現実があることを踏まえるならば、英国の EU

離脱にかかわらず、既存のスキームの維持が望ましいとも考えられる。このように
経済合理性の観点から、その存続が望ましい明確な具体的状況があるにもかかわら
ず、英国の EU離脱によってそれを放棄あるいは改変する場合には、その是非を含
めて検討し、またそれを維持することの技術的可能性を検討することが適切ではな
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いかと考える。
　なお今回 EUが発出した注意喚起の中には、医療等人間の生命等に関わる制度に
関するものもある。英国の EU離脱によって生じるとされるこのような状況の変化
によって、行政手続が煩雑化し、それによって救われるべき生命が救われなくなる
ことが生じるのは望ましいとは思われない。英国と EUの政府関係者は、その点も
踏まえて将来の制度設計に取り組むべきと考える。
　以上の他、今回 EUが発出した注意喚起の中には、英国で発行されたライセンス
等を保有するサービス提供者等は、英国の EU離脱以降、当該ライセンス等が失効
するのに伴い、サービスを提供出来なくなる、とするものがある。これについては、
当該サービス提供者の顧客等との関係で、英国を除く EU域内でサービス提供者の
数を確保できない等が生じた場合には、それを踏まえた現実的な対応をすることが
EUでは求められることになると考える6。
　以上からすると、EUへの所属の有無にかかわらず、欧州の将来のあり方の関係
から、EUを通じて実現されたスキームを、英国の EU離脱後も維持することが望
まれる、という状況が存在する可能性があると考えられる場面があることが指摘で
きると思われる。このような状況に対する対応、すなわち、欧州の将来に対してど
う考えるのか、ということが、英国の EU離脱を契機として、英国と EUに問われ
ているというのが、現状というとらえ方も出来ると考えられる。

おわりに

　2016年 6 月23日以降、累次英国及び EU両者から述べられ、また我が国が同年発
出した英国及び EUへの日本からのメッセージで述べられたところ等でも示される
ように、英国が EUから離脱したとしても、英国が欧州にあることはかわらない。
また第一次及び第二次世界大戦のような歴史的経験からして、人類にとって安定し
た欧州は必要であり、さらにいうならば、基本的価値を共有するものとして強い欧

6　この点に関し、既に公表されている離脱協定案（http://www.gov.uk/government/publications/
draft-withdrawal-agreement-19-march-2018）の第25条では、専門職資格を有する EU市民ある
いは英国市民並びにその家族の者の有する専門職資格の認証は、英国の EU離脱以降も有
効である、としている。ただし EU市民あるいは英国市民等以外の者の有する EUあるい
は英国で取られた専門職資格についてどのような扱いになるのかは、必ずしも明確ではな
い。
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州は日本にとって望ましい。
　このように安定して強い欧州が求められるなかで、英国と EUには、そのような
欧州を形成するために何をすべきか、という点から今後の交渉が行われることが強
く期待される。
　また安定して強い欧州を形成・構築するということには、EU市民を含む欧州に
居住し生活している人々のそれぞれが、安定して満足できる生活を送れるというこ
とが必要不可欠と思われる。
　この点に関し、これら EU市民を含む欧州に居住し生活している人々は、実際に
欧州の地域で日々を過ごし、そこで仕事をし、生活の糧を得ている。それは毎日の
現実である。英国で行われた国民投票は、政治的な必要性があったから行われたの
かもしれず、またそれは国民の意思を反映した結果なのかもしれない。しかしなが
ら、それが国民の判断の結果であったとしても、その結果を国民に突きつけてその
結果の責任を取るように国民に迫るのは、間接民主制制度における政治・行政の専
門家としての議員や役人等の政治・行政に関わる者として、責任を果たしたことに
なるのかは、十分に検討すべきである。
　さらに、実務上は既に英国の EU離脱にかかわる離脱と離脱後の英国と EUの関
係にかかわる交渉が英国と EUの政府関係者によって行われていることを踏まえ、
また、現代の政治システムにおいて実際的な政策は政府関係者がデザインしている
現実を踏まえると、今回の英国の EU離脱に関わる一連の状況においても、欧州に
居住する人々の生命、身体、生活を保護し、可能であればこの機会にさらに人々の
便益と厚生を伸張することを目標とし、そのための具体的な政策を案出するのが英
国、EU及び EU加盟国の役人の目指すべきものであり、その務めではないか、と
考える。
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＜別添資料＞英国のEU離脱に係るEU発出のステークホルダー向け�
� 注意喚起の個別文書 1， 2

（ 1 ）私法及び国際私法（WITHDRAWAL�OF�THE�UNITED�KINGDOM�AND�EU�

RULES� IN�THE�FIELD�OF�CIVIL�JUSTICE�AND�PRIVATE� INTERNATIONAL�

LAW）

（i）EU法に基づく民事、商事、家事に係る国際管轄は、英国に適用されなくなり、
個別事件の司法管轄は各 EU加盟国の国内法の定めるところによることになる。
（ii）英国裁判所の判決は、EU加盟国内で、自動的には、承認・執行されなくなり、
逆に EU加盟国の裁判所の判決は英国内で、自動的には、承認・執行されなくなる。
（iii）欧州支払い命令手続（European Payment Order Procedure）や欧州少額請求手続
（European Procedure for Small Claim）は、英国の裁判所、あるいは当事者の一方が
英国に居所を設定している場合には使用できなくなる。

（ 2）会社法（WITHDRAWAL�OF�THE�UNITED�KINGDOM�AND�EU�RULES�ON�

COMPANY�LAW）

（i）英国で設立された会社は第三国企業になり、従って EU運営条約第54条の定め
る EU加盟国の企業ではなくなる。このことから英国で設立された会社の法人格を
EU加盟国は、自動的には認める義務を負わないことになる。英国で設立された企
業の法人格を認めるかは、各 EU加盟国の国内法（いわゆる国際私法等）あるいは
国際条約によることになる。
（ii）英国で設立された法人の EU加盟国にある支店は、第三国の企業の支店となる。
（iii）開示、設立、資本維持規制及び（組織）変更、もしくは国境を越えた合併に
関する EU法上の規律は英国に適用されないことになり、従って被用者、債権者も
しくは投資家を含むステークホルダーは、英国法上の保護措置のみによることにな
る。
（iv）越境によるものを含む EU法上の企業情報へのアクセスに係る規制は英国に
は適用されないことになる。また、英国における商業登記は、EUの商業登記

1　紹 介 は、EU の web（https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_
en）における掲載の古い順（筆者閲覧時のもの。）。Q&Aは除く。

2　ここでは各ステークホルダーへの注意喚起（notice to stakeholders）の重要と思われるポイ
ントを紹介する。実際に実務等で利用する際には、必ず原本を確認されたい。
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（BRIS）と分離する。
（v）「EU企業（European Company; SE）」は英国では使えないことになる。

（ 3） 情 報 保 護（WITHDRAWAL�OF�THE�UNITED�KINGDOM�FROM�THE�

UNION�AND�EU�RULES�IN�THE�FIELD�OF�DATA�PROTECTION）

　EU離脱後英国は、第三国として、EUのデータ保護制度から外れ、EUから英国
にデータを移転するためには、第三国が満たすべき条件を英国も満たす必要があ
る。

（ 4）公共調達（WITHDRAWAL�OF�THE�UNITED�KINGDOM�AND�EU�RULES�

IN�THE�FIELD�OF�PUBLIC�PROCUREMENT）

（i）英国の EU離脱後、英国の事業者は、EU加盟国と公共調達に関して特別の合
意のない、第三国の事業者と同様になる。
（ii）水、エネルギー、運輸、郵便に係る EUによる公共調達に関し、 EUが特別な
合意を有していない、英国を含む第三国の製品の価値が50％を超えている内容で入
札しても、落札出来ず、契約を取ることは出来ない。
（iii）防衛あるいは安全保障に係る公共調達に関しては EU加盟国が、第三国の事
業者が調達に参加できるか否かを決定できることとされているが、英国の事業者は
応札できなくなる可能性が高い。
（iv）安全保障に係る公共調達に関し、EU離脱後の英国の事業者については、安全
保障に係る基準をクリアしていると認める義務を EU加盟国は負わなくなるので、
英国による安全保障に係る規準の審査によっていた事業者は、それを認められなく
なる。

（ 5）道路運送（WITHDRAWAL�OF�THE�UNITED�KINGDOM�AND�EU�RULES�

IN�THE�FIELD�OF�ROAD�TRANSPORT）

（i）EU法上自動車貨物運送業のオペレータ及びマネージャは、EU加盟国の当局等
が発行したその資格を証明する文書を有している必要があるが、英国の EU離脱後
は、英国の当局が発行する証明は有効ではない。
（ii）EU規則上、EUで国際運送に従事するためには、EUの免許を取得する必要が
あり、その業務に従事する運転者が第三国の国籍である場合には、運転者に関する
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証明書が求められる。当該証明書は、EU加盟国の国民でなく、また長期滞在者で
もなく、当該運送会社によって正式に雇用されている当該運転者に関し、共同体の
発行する免許を保有する運送会社が設立された EU加盟国の当局から発行されたも
のでなければならない。 英国の EU離脱後、このような証明書が英国民の運転者
について求められる。
（iii）EU指令において、貨物あるいは旅客を EU内で運送する車の運転手は、初等
の能力証明あるいは定期的なトレーニングを受けていることを示す、EU加盟国等
によって発行された専門職業従事者（professional competence）の証明を保有してい
ることが求められる。このうち初等の能力証明は、EU加盟国国民については、そ
の居住国で取得するが、第三国国民は、当該国民に労働許可を発給する EU加盟国
において取得することになる。英国の EU離脱後、英国の発行した専門職業従事者
証明等は EU27加盟国では有効ではない。
（iv）EU加盟国間で有効とされている運転免許証の相互承認制度について、英国の
EU離脱後は、英国発行の運転免許証には適用されない。第三国の運転免許証の承
認は EU各加盟国の所管となる。
（v）自動車貨物運送業の事業者は、EU域内に実効的で継続的な事業所を設置して
いなければならないところ、英国の EU離脱後は、英国内に設置された事業所はそ
れと認められない。
（vi）自動車貨物運送業の事業者は、EU居住者である運送管理者を置かなければな
らないが、英国在住の者は運送管理者と認められない。
（vii）EU内で国際貨物運送に従事する事業者は、EU加盟国当局が発行する共同体
の免許を保有しなければならないが、英国政府当局の発行するそれは、認められな
い（ただし欧州運輸会議によって（European Conference of Ministers of Transport）に
よって運営されている複数国間の割当制があり、これに基づいて、英国事業者ある
いは EU事業者による英国と EU加盟国間の運送を行うことは出来る。もっともこ
の場合、EUに加盟する一国内での運送（カボタージュ運送）は行えない。）。
（viii）英国の貨物事業者は、EU加盟国各国内のカボタージュ運送（EU加盟国各国
内で完結する国内運送）を行うことは出来ない。
（ix）EU内で国際旅客運送に従事する事業者は、EU加盟国当局が発行する共同体
免許を保有しなければならないが、英国政府当局の発行するそれは、認められない。
（x）EU加盟国間で定期国際サービスに従事する事業者は認可が必要であるが、英
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国を含むそれは、英国の EU離脱後有効でない。
（xi）英国の EU離脱後英国は、いわゆる国際バス協定等の適用範囲から外れ、さ
らに英国とスイス間の鉄道及び道路輸送に関する合意からも外れることになる。

（ 6）航空運送（WITHDRAWAL�OF�THE�UNITED�KINGDOM�AND�EU�RULES�

IN�THE�FIELD�OF�AIR�TRANSPORT）

（i）EU域内で航空運送に従事する事業者は、EU加盟国内に事業所を設置し、EU

加盟国の者によってその持分の過半が所有されることが求められるなどの条件を満
たすことが求められるところ、英国の EU離脱によってこれらの条件が満たされな
い場合、当該事業者は EU内での航空運送が認められない。
（ii）英国の EU離脱以降、英国民間航空局（United Kingdom Civil Aviation Authority）
の発行する運航免許（operating license）は EUの免許としては無効となる。
（iii）EUから離脱することによって英国は、EUが締結する航空協定の適用外とな
る。なおこれによって EUとの航空協定によって英国への、及び英国からの運輸を
認められていた第三国との間では、航空協定がないことになる。このことによって
次のことが生じる。
－ 英国の航空会社は、EUの締結する航空協定に基づく、英国への、あるいは英国
からの、もしくは、EUへの、あるいは EUからの運輸権から生じる便益を共有
しない。
－ EU加盟国と第三国間の二国間航空協定の下での運輸権に基づく便益を、英国の
航空会社は受けられない可能性がある。
－ EUの航空会社は、EUの締結する航空協定上認められていた、英国への、ある
いは英国からの運輸権から生じる便益を共有しない。
－ 英国が係る場合、リース、各種輸送機関利用の運送サービスもしくは運航の柔軟
性に関する協力枠組みに関する航空協定上の権利が影響を受ける可能性がある。
－ 英国と第三国間の二国間航空協定の下での運輸権に基づく便益を、EUの航空会
社は受けられない可能性がある。
－ EU加盟国以外の国の航空会社については、当該国と EU間での航空協定に基づ
いて運輸権やそのほかの権利が認められている場合、英国への、もしくは英国か
らの運輸権から生じる便益を共有できない可能性がある。
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（ 7）船員資格（WITHDRAWAL�OF�THE�UNITED�KINGDOM�AND�EU�RULES�

ON�THE�MINIMUM�LEVEL�OF�TRAINING�OF�SEAFARERS�AND�THE�MUTUAL�

RECOGNITION�OF�SEAFARERS’�CERTIFICATES）

　英国の EU離脱後、英国の発行した船員の資格証明は、EU内で行われている相
互承認の対象として、EU加盟国に提示され得ない。また英国の EU離脱前に英国
が発行した船員の資格証明は、英国の EU離脱後、有効期間の終了までは有効であ
る。船長もしくは船員で、EU加盟国による承認証明裏書（endorsement attesting 

recognition）を得ている者については、当該裏書を与えた国を旗国とする船舶での
勤務は認められるが、現在の英国発行の資格証明に基づいては、他の加盟国を旗国
とする船舶への勤務先の変更はできない。英国の EU離脱以降における、EU27加
盟国と英国間の船員資格に関する相互承認は、第三国としての英国の新たなステー
タスによる。

（ 8）工業製品（WITHDRAWAL�OF�THE�UNITED�KINGDOM�AND�EU�RULES�

IN�THE�FIELD�OF�INDUSTRIAL�PRODUCTS）

（i）EUの工業製品に係る規制において、輸入者は、第三国からの製品を EU市場
に上市する事業者をいうと定義されている。英国の EU離脱以降、英国で設立され
た製造者あるいは輸入者は EU内で設立された事業とされない。この結果として、
EUの工業製品に係る規制との関係では、EU27加盟国で販売を行う者が輸入者とな
り、当該規制を遵守することが求められることになる。
（ii）EU域内で上市される一部の製品については、EUの制度上、EUで設立され、
承認された代表者あるいは責任を負担する者が求められる場合がある。これに関
し、英国で設立された者は、承認された代表者あるいは責任を負担する者とはなれ
ない。
（iii）EU域内で販売される一部の製品については、市場に出す際に、一定の要件を
満たす第三者（notified body）による適合性手続によって一定の要件への適合性を
確認することが求められることがある。EUの規制上、当該第三者は、EU域内で
設立されていることが求められ、英国の EU離脱以降、英国で設立された者は、こ
の条件を満たさず、適合性評価手続を行えないことになる。
　また、英国の EU離脱以降、適用される適合性評価手続が第三者の関与を求める
場合、製品の上市に際し一定の要件を満たす EUの第三者による証明が求められる
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ことになる。
（原文では関連製品のリストが添付されている。）

（ 9）登録商標等（WITHDRAWAL�OF�THE�UNITED�KINGDOM�AND�EU�RULES�

FOR� TRADEMARKS� AND� COMMUNITY� DESIGNS� PURSUANT� TO�

REGULATION�（EU）�2017/1001�ON�THE�EUROPEAN�UNION�TRADE�MARK�

AND�REGULATION�（EC）�NO�6/2002�ON�COMMUNITY�DESIGNS）

　EU法に基づいて登録された商標及び共同体意匠等は、英国の EU離脱によって
英国で有効でなくなる。また標章の国際登録に関するマドリッド協定及び工業デザ
インの国際登録に関するハーグ条約それぞれに基づく国際登録は、英国を除く EU

の加盟国内でのみ有効となる。

（10）動物の繁殖（WITHDRAWAL�OF�THE�UNITED�KINGDOM�AND�EU�RULES�

IN�THE�FIELD�OF�BREEDING�OF�ANIMALS）

　英国の EU離脱以降、英国の育種協会や英国で行われる繁殖行為は、EU規則の
下で求められる登録の対象とされない。EUにおける家畜の繁殖及び繁殖用の家畜
の EU域内の取引・輸入に当たっては、EU規則に基づく家畜の登録等の手続が必
要であることから、英国の EU離脱までに、英国内の育種協会等の血統台帳に登録
されている繁殖用の家畜を加盟国内の血統台帳に登録すること等をすることが求め
られる。

（11）医薬品等の承認（NOTICE�TO�MARKETING�AUTHORISATION�HOLDERS�

OF�CENTRALLY�AUTHORISED�MEDICINAL�PRODUCTS�FOR�HUMAN�AND�

VETERINARY�USE）

　EU域内で人用医薬品及び動物用医薬品を流通させる場合、EU法上、市場承認
保有者（marketing authorization holders）が EU域内で設立され、また医薬品安全性
監視（pharmacovigilance）やバッチの出庫可否判断（batch release）等が EU域内で
行われることが求められる。このうち前者の市場承認保有者については、英国が
EUを離脱した以降も継続的にその承認が有効であり利用出来るようにするように、
製品の上市の条件に関する手続に適応し、変更を検討することが求められる。また
市場承認所有者は、EU域内における継続的な人用あるいは動物用の医薬品の継続
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的な供給に対する影響を避けるために、十分に事前に対応することが求められる。
具体的に欧州委員会と欧州医薬品庁は、市場承認保有者が、その承認について変更
等が必要でないか、確認することを求める。

（12）人間由来の組織等（WITHDRAWAL�OF�THE�UNITED�KINGDOM�AND�EU�

RULES� IN�THE�FIELD�OF�SUBSTANCES�OF�HUMAN�ORIGIN�（BLOOD,�

TISSUES�AND�CELLS,�AND�ORGANS）

　血液及び血液成分の英国から EUへの輸入に関しては、EU指令等で定める要件
を満たしているかに関する検査を通ること等が求められる。また、人間由来の組織
や細胞を英国から EUに輸入する際には、英国以外の EU加盟国で認可された機関
によって行われなければならず、かつ、EU指令の定める性質や安全性に関わる基
準と同等の基準を満たすことが求められる。なお、特別の組織の移植や緊急の事例
等に関しては、権限のある当局が直接承認する場合もある。
　EU指令によれば、英国と英国以外の EU加盟国間で臓器のやり取りをする際に
は、英国以外の EU加盟国の所管当局の監督の下で、EUの規制で定められる性質
や安全性に係る基準を満たして、行われることが求められる。

（13）動物を移送する者、運転者、添乗者（WITHDRAWAL�OF�THE�UNITED�

KINGDOM�AND�EU�RULES�FOR�AUTHORISATIONS�AND�CERTIFICATES�

FOR�TRANSPORTERS�OF�LIVE�ANIMALS,�DRIVERS�AND�ATTENDANTS）

　英国が EUから離脱するのに伴い、英国政府当局が発行した生きた動物の運送に
係る輸送者、運転者あるいは添乗者に関する認可や、運送手段に関する認可は無効
となることから、同様の業務を継続しようとする者は、英国以外の EU加盟国でそ
のための認可を受けることが求められる。

（14）植物保護製品等（WITHDRAWAL�OF�THE�UNITED�KINGDOM�AND�EU�

RULES�ON�PLANT�PROTECTION�PRODUCTS）

（i）英国の EU離脱後は、EU法によれば、英国は第三国になるが、これによって
EUの植物保護製品や残留農薬に関するルールが英国に適用されないことになる。
この点に関し、第三国は残留農薬基準（MRL）に関する rapporteur member stateあ
るいは zonal rapporteur member stateもしくは evaluating member stateとして活動する
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ことが出来ないこと等を考慮する必要がある。
（ii）具体的に事業者は、例えば新規の上市の承認に関しては、英国の EU離脱の時
期を考慮して、製品の評価等に関する申請を他の国にするなどの対応が求められ
る。また、現在評価等の対象とされている製品についても、評価の手続の進捗を見
極め、明確に英国の EU離脱までの時期に当該手続が終了しないことが明らかに
なった場合には、申請相手の国を変更するなどの対応が求められる。

（15）植物品種保護権（WITHDRAWAL�OF�THE�UNITED�KINGDOM�AND�EU�

RULES�IN�THE�FIELD�OF�UNION�PLANT�VARIETY�RIGHTS）

（i）英国の EU離脱後は、植物品種保護権（Plant variety rights）に係る EU規則は
英国に適用されなくなる。
－ これによっても、育成者（breeder）の出所あるいは審査所（examination office）
の所在地にかかわらず、基礎となる規則に基づく全ての共同体の植物品種保護権
は EUの域内において有効である。
－ 英国の EU離脱後、英国に所在する審査所は、基礎となる規則に従って保護され
る植物品種の維持の技術的確認に関与する可能性がなくなることから、その後は
EU27加盟国によって技術的確認がされることになる。
－ EUにドミサイルを有さない、あるいは所在地を有さない等の者は、EUに所在
等する代理人を通じてのみ、関連する手続に関わることが出来ることから、関心
を有する育成者は EUに代理人を置くことを検討する必要がある。

（ii）英国の審査所は、864品種の預託を受けており、そのうちの678品種については、
他の審査所に預託されていない。欧州植物品種庁（CPVO）は678品種のうち324品
種について預託の申請を受けた。CPVOは審査の継続性を担保するために、少なく
ともこれら324品種をカバーする特別の手続を整備した。なお審査の継続性の観点
から CPVOは、審査が2019年 3 月29日以降も継続する可能性がある場合について
は、英国にある審査所での技術的審査の申請の受付を停止する。

（16）動物の屠殺（WITHDRAWAL�OF�THE�UNITED�KINGDOM�AND�EU�RULES�

ON�CERTIFICATES�OF�COMPETENCE�PURSUANT�TO�THE�REQUIREMENTS�

OF�REGULATION�（EC）�NO�1099/2009�ON�THE�PROTECTION�OF�ANIMALS�

AT�THE�TIME�OF�KILLING,�TO�SLAUGHTERHOUSE�OPERATORS）
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　理事会規則（Council Regulation）に基づき英国において交付された能力証明書
（certificate of competence）は、英国が第三国になった時から有効ではなくなる。当
該能力証明書を保持し、EU域内で専門的な活動を継続したい者は、英国を除く
EU27加盟国のいずれかで新たな証明書を申請する必要がある。
　食肉処理業者は、処理の一部は、能力証明を保持する者によってのみ行われるこ
とを確保することが必要である。したがって、食肉処理業者は、能力証明を保持す
る者に対し、EU27加盟国のいずれかにおいて新たな証明書を申請する必要がある
ことを伝達することを要請される。

（17）動物用飼料（WITHDRAWAL�OF�THE�UNITED�KINGDOM�AND�EU�RULES�

ON�ANIMAL�FEED）

（i）動物用飼料への添加物に係る認可を申請する者は、EUあるいは欧州経済領域
（EEA）で設立されるか、あるいはその域内に代理人を設け、その連絡先の詳細を
欧州委員会に通報する必要がある。
（ii）動物用飼料への添加物に係る認可を既に有している者は、EUあるいは EEA

で設立されるか、あるいはその域内に代理人を設け、その連絡先を欧州委員会に通
報する必要がある。
（iii） 動物用飼料への添加物に係る認可を受ける手続きの申請を行う者は、EUある
いは EEAで設立されるか、あるいはその域内に代理人を設け、その連絡先を欧州
委員会に通報する必要がある。
（iv） 動物用飼料へのジェネリック添加物に係る認可の手続きの途中にある者は、
EUあるいは EEAで設立されるか、あるいはその域内に代理人を設け、その連絡先
を欧州委員会に通報する必要がある。
（v）特定栄養補給用食品（PARNUTs（foodstuffs intended for particular nutritional 

uses））の認可の更新申請しようとする者は、EUあるいは EEAで設立されるか、
あるいは EUの域内に代理人を設け、その連絡先を欧州委員会に通報する必要があ
る。
（vi）EU域内に（食品を）輸出しようとしている者は、当該輸出を行うことに関し
て、EUあるいは EEA内に代理人をおくことが求められている。
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（18） 種 苗（WITHDRAWAL�OF�THE�UNITED�KINGDOM�AND�EU�RULES�IN�

THE � F IELD � OF � MARKET ING � OF � SEEDS � AND� OTHER � PLANT�

REPRODUCTIVE�PROPAGATING�MATERIAL）

（i）農産物あるいは野菜の種子等を EU内で販売するためには、少なくとも一の
EU加盟国で検査を受け、認容され、関連する EU指令の定める共通のカタログ等
に掲載される必要がある。このことから、英国によって当該カタログ等に掲載され
た種子等については、当該カタログに掲載され続け、継続的に上市するためには、
英国以外の EU加盟国によって、認容されることが求められる。このことから、英
国の EU離脱後、関連する事業者は、英国以外の EU加盟国においてその検査を受
け、カタログに掲載される手続を取らなければならない。
（ii） EU指令の定める共通のカタログ等への掲載のために、現在英国において検査
の途上にある各種の品種等について、関係する育成者は、英国の EU離脱以降、検
査の結果は EU27加盟国の検査によって示されるものでなければいけないことに留
意することが求められる。またこの点に関して、英国の要件がその他の EU27加盟
国の要件と異なる場合、追加の検査が求められる場合があることにも留意すること
が求められる。

（19）遺伝子組換え食品等（WITHDRAWAL�OF�THE�UNITED�KINGDOM�AND�

EU�RULES�ON�GENETICALLY�MODIFIED�FOOD�AND�FEED�AND�THE�

DELIBERATE�RELEASE�OF�GENETICALLY�MODIFIED�ORGANISMS� INTO�

THE�ENVIRONMENT）

　遺伝子組換え食品及び飼料・遺伝子組換え作物に係る事業の認可を受けた者ある
いはその代理人は、EU域内において設立されていなければならず、また、遺伝子
組換え食品等を上市することに関する責任者も、EU域内において設立されていな
ければならないことから、関連する事業者は、英国の EU離脱によって、この認可
の申請を再度することの必要性を検討する必要がある。

（20）ミネラルウオーター（WITHDRAWAL�OF�THE�UNITED�KINGDOM�AND�

EU�RULES� IN�THE�FIELD�OF�DIRECTIVE�2009/54/EC�OF�THE�EUROPEAN�

PARLIAMENT� AND� OF� THE� COUNCIL� OF� 18� JUNE� 2009� ON� THE�

EXPLOITATION�AND�MARKETING�OF�NATURAL�MINERAL�WATERS）
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　EUにおける水の販売に関し、EU指令に基づき、加盟国内又は第三国内で採取
され、EU加盟国政府が認めた場合のみ、ナチュラルミネラルウォーターとして販
売することが認められる。このため、英国の EU離脱以降、英国内あるいは第三国
内で採取された水で英国政府がナチュラルミネラルウォーターと認めていたものに
ついては、EU加盟国政府の認定が必要となる。

（21）殺生物製品（WITHDRAWAL�OF�THE�UNITED�KINGDOM�AND�EU�RULES�

ON�BIOCIDAL�PRODUCTS）

　殺生物製品に関する EU規則は、英国の EU離脱以降、英国には適用されない。
新規申請の提出について事業者は、規制手続に要する時間を考慮し、離脱までに手
続が完了しない可能性がある場合には、英国以外の加盟国を、評価を実施する加盟
国に選定する等、適切な行動を検討すべきである。現在、英国が評価を実施中の手
続きついては、進展状況を注視し、明らかに手続が離脱日までに完了しない場合に
は、他の加盟国に変更する等、適切な行動を検討すべきである。また事業者は、製
品の承認取得者、活性物質又は製品の供給者は EU（又は EEAあるいはスイス）内
に所在しなければならないことを考慮すべきである。

（22）輸出入免許（WITHDRAWAL�OF�THE�UNITED�KINGDOM�AND�EU�RULES�

IN�THE�FIELD�OF�IMPORT/EXPORT�LICENCES�FOR�CERTAIN�GOODS）

（i）英国の EU離脱に伴い、英国が EU（加盟国）との関係で第三国になることから、
EU法上の輸出入許可の対象となる産品の英国と EU（加盟国）の輸出入は、許可
の対象となる。
（ii）英国の EU離脱に伴い、EU加盟国として英国が発出していた、EUの輸出入
許可は有効でなくなる。
＊関係する産品には、例えば次のものが含まれる。

－廃棄物
－危険性のある化学品（hazardous chemicals）
－オゾンを減少させる物質（Ozone-depleting substances）
－水銀及び水銀含む物質（Mercury and certain mixtures of mercury）
－薬品前駆物質（Drug precursors）
－遺伝子組替え組織（Genetically-modified organisms）
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－絶滅する可能性のある種に係る標本等（Specimens of endangered species）
－文化的製品（cultural goods）
－未加工のダイアモンド（Rough diamond）
－軍民両用品（Dual use goods）
－火器及び弾薬
－軍用技術及び装備
－拷問等に使用できる物品

（23）関税及び間接税（WITHDRAWAL�OF�THE�UNITED�KINGDOM�AND�EU�

RULES�IN�THE�FIELD�OF�CUSTOMS�AND�INDIRECT�TAXATION）

＜税関手続＞

（i）英国の EU離脱に伴い、英国から EUの領域に持ち込まれる物品や英国に移送
されるために EU領域から持ち出される物品は、EU規則の下、EU税関の管轄下に
おかれる。具体的には、申告書類の準備及び申告が求められ、また、関税の支払い
担保のための保証が求められる。
（ii） 英国の EU離脱に伴い、英国と EU間を移動する物品は、関税の対象となる。
（iii） 英国の EU離脱に伴い、英国と EU間を移動する物品は、公共政策、安全、人間、
動物あるいは植物の生命及び安全の保護、もしくは文化財保護に係る政策の観点か
ら、輸出入の禁止あるいは制限の対象となる。
（iv）AEO等に係る通関手続の簡略化に係る制度に関して英国政府が発行する認可
等は EUの関税領域内では、有効でなくなる。
（v）英国原産の産品で、EUから第三国に輸出される産品は、EUの共通通商政策
における「EU産品」とはされない。これによって、英国の産品を累積に加えてい
る EUの輸出事業者に影響が及び、また、EUと第三国の間で合意されている特恵
関税の適用に影響が及ぶことになる。
＜間接税＞

（i）英国から EUの間接税の課税される領域に入る物品と、EUの間接税のかかる
領域から英国に送られる物品は、EU法上輸出入される物品とされ、EUに輸入さ
れる際には間接税が課され、EUから輸出される際には間接税の課税が免除される
ことになる。
（ii）電気通信サービス、放送サービスもしくは電力サービスを、EUの非課税の者
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に提供している者で、間接税にかかる指令に定める特別の手続の適用を望む者は、
EUの一の加盟国でそのための登録手続をしなければならない。
（iii）英国に所在する者で、物品もしくはサービスを購入する、あるいは間接税の
対象となる産品を輸入する、 EUの加盟国で課税対象となる者で、間接税の還付を
求める者は、当該還付を電子的には出来ず、相互主義に基づいて還付を求めること
になる。
（iv）英国に設立された企業で、EU加盟国において課税対象となる取引を行うもの
は、間接税の支払いを保証するために、EU加盟国に所在する税務代理人（tax 

representative）を指名することが求められる。
（v）英国から EUへの物品の移動は輸入となり、EUから英国への物品の移動は輸
出となるので、EU 内で適用されている EMCS（Excise Movement and Control 

System. 間接税の対象となる物品について、保税状態での移動を監視するシステム）
は英国と EU間では適用されない。また英国から EUに入る保税物品は、EU内で
EMCSの対象になる前に通関しなければならない。

（24） 食 品 法（WITHDRAWAL�OF�THE�UNITED�KINGDOM�AND�EU�FOOD�

LAW）

＜食品表示、食品情報、保健あるいは識別マーク＞

　英国の EU離脱後も、英国から EUに輸入され、EU域内で上市される食品には、
以下のラベリングのルールが適用される。
－EU域内か EU域外に関わらず、食品の原産地を表示すること
－英国から EUに食品を輸入する者の名称及び所在地を表示すること
－EU指令に従った保健あるいは識別マークを表示すること
＜食品の成分表示、組成表示、汚染物質及び残留物の制限、食品接触材＞

　EUの食品法制度において、一定の食品等（補助食品あるいは新規の食品等に関
するものを含む、食品添加物、調味料、燻製液、ビタミン及びミネラル添加物等）
は、欧州委員会に認可される、あるいは（遺伝子組換え食品については）事業者が
欧州委員会の認可を取得しない限り市場で流通できない。またある種の食品につい
ては、特定の組成が要求され、また汚染物質等の規準や、残留物の最大量に関する
制限が設けられている。なお、食品接触材は EU法の規制対象であり、ある種のそ
れは、追加的な規制の対象とされている。
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＜食品事業従事者もしくは認可事業者、ないしはそれらの代理人に関するEU域内

の所在義務及びEU加盟国を通じたEUによる認可申請の提出＞

　EUの食品法制度において、ある種の食品事業従事者もしくは認可事業者、ない
しはそれらの代理人に関しては、EU域内に所在することが義務づけられている。
英国の EU離脱後は英国内の所在はその条件を満たすとは認められない。
　また EUの食品法制度においてある種の食品等については、認可のための一件書
類を、EU加盟国を通じて、提出しなければならないことがあるが、英国の EU離
脱後は、英国を通じての書類の提出は認められない。
＜食品生産及び衛生に係るルール、食品の殺菌、有機生産＞

（i）動物由来の食品
　英国の EU離脱後は、以下のようなルールが満たされなければ英国産の動物由来
の食品の輸入は認められない。
－ 英国は、EU規則及び指令の定めるところに従って第三国としてリストに掲載さ
れることが求められる。
－ 英国から EUに食品を輸出しようとする事業者は、EU規則及び指令の定めると
ころに従ってリストに掲載されることが求められる。
－ 英国は、EU指令に従って認定される残留物規制に関する対応策を有しているこ
とが欧州委員会によって認められ、リストに掲載されることが求められる。
－ EUに輸入される食品は、EU規則の定める衛生上の要件を満たすことが求めら
れる。
　なお EUに動物由来の食品を輸入する食品事業従事者は、上記の要件が満たされ
ている場合のみ輸入がされることを確保しなければならない。また英国の EU離脱
後、これらの条件は、EUに最初に入る地点で、以下の条件の下で確認される。
－ 英国から輸入される食品は「国境監視地点（border inspection posts）」を通じての
み輸入される。
－ 各積荷は、書類チェックと同一性確認を受け、適切な頻度で物理的な確認を受け
る。
－ 各積荷には、EU食品法制度上の要件が満たされていることを示す書類が添付さ
れていることが求められる。

（ii）植物由来の食品
　動物由来の食品と異なり、非動物性食品に関しては、第三国のリスト掲載あるい
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は拠点設置の要件は課されていない。他方で EU加盟国は、輸入食品に関する定常
的なコントロールを行っている。またこれらに加え、EU法の定める、ジャガイモ、
果物、野菜あるいは EU指令に別添されるリストに記載されている食品については、
（輸入の禁止を含む）植物衛生上の規制の対象とされる。
（iii）放射線の照射を受けた食品
　放射線を照射された食品は、EU法上規制されている。英国の EU離脱以降、一
定の要件が満たされない場合には、英国から放射線を照射された食品の輸入は禁止
される。
（iv）食品に接触するプラスティック製品
　EU法上、それを行うことの認可を受けた者は、食品に触れるプラスティック製
の製品等のリサイクルを行うことが認められる第三国の製造あるいはリサイクル工
場について、欧州委員会に通知しなければならない。
＜有機生産に係る証明＞

　EUにおいては、関連規則の規律を満たす場合のみ有機生産されたものとされ、
EUのロゴを使うことが出来る。EU加盟国当局が当該規律を満たしていることの
証明を行うが、EU離脱後英国政府はこの証明を行うことが出来ない。また英国か
ら EUに輸入される有機生産物は EU規則の規制の対象とされる。

（25）廃棄物法（WITHDRAWAL�OF�THE�UNITED�KINGDOM�AND�EU�WASTE�

LAW）

（i）英国の EU離脱以降、廃棄されるゴミ（waste of disposal）及び再生用の混在し
た地域のゴミ（mixed municipal waste for recovery operations）の EUから英国への輸
出は禁止される。
（ii）EU加盟国で発生したゴミの処理が EU域外で行われる場合、EU加盟国は、当
該処理の方法によっては、EUゴミ処理目標を構成するものとして計上できる。

（26） 金 融 サ ー ビ ス（WITHDRAWAL�OF�THE�UNITED�KINGDOM�AND�EU�

RULES�IN�THE�FIELD�OF�POST-TRADE�FINANCIAL�SERVICES）

＜デリバティブ関係＞

（i）英国の EU離脱以降、英国の規制の下で取引されたデリバティブは、EU法の
下における証券取引所で売買されるデリバティブ（exchange traded derivatives）の
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定義を満たさない。金融商品市場規則（MIFIR）によれば、証券取引所で売買され
るデリバティブには、EU法に基づいて運営される市場で売買されるデリバティブ
と、それと同等と考えられる、第三国の市場で取引されるデリバティブがある。
　EU法の下では、英国の EU離脱以降、英国の規制の下で取引されたデリバティ
ブは、店頭取引（over the counter, OTC）のデリバティブとされる。
（ii）店頭取引のデリバティブとなる証券取引所で売買されるデリバティブについ
ては、（英国の EU離脱後は） 欧州市場インフラ規則（EMIR）の定める、店頭取引
のデリバティブに関する規制が適用されることになる。具体的には、当該規則に基
づいて、決済の範囲に関する計算がされ、また同規則の定める決済に関する義務や
（特にマージンの交換の）リスク緩和技術の適用に関する義務が係ることになる。
（iii） （EU法上の）決済に係る義務の対象となる店頭取引のデリバティブは、EU加
盟国内に設立された精算機関（central counterparty）あるいは欧州証券市場庁
（European Securities and Markets Authority: ESMA）によって当該デリバティブの精
算が認められると認定された、第三国において設立された精算機関を通じて決済さ
れなければならない。英国の EU離脱以降、英国で設立された精算機関は、第三国
の精算機関となり、決済を行う前に、欧州市場インフラ規則の規制のもとで認可を
受けなければならない。当該規則の下では、欧州証券市場庁（European Securities 

and Markets Authority: ESMA）による認可を受けない限り、英国で設立された精算
機関において、当該規則の定める精算の義務を、取引関係者は、履行することが出
来ない。
（iv）EU加盟国で設立された精算機関あるいは第三国で設立された、認定された精
算機関による精算の義務は、EU域内において、直接的、実体的かつ予想できる影
響を及ぼす契約や、欧州市場インフラ規則の規定の回避を防ぐために必要あるいは
適切な場合には、第三国で設立された相手方にも適用される。
（v）英国で設立された精算機関に対する EUによる認定の喪失は、英国の EU離脱
前に締結された契約に関する、（コンプレッションなどの）一定の行為の実施や、（デ
フォルトの扱いなどの）一定の義務の履行等を行う当該精算機関の能力に影響を与
える可能性がある。
（vi） EUで設立されたクレジット機構あるいは投資会社と、EUで設立されたそれ
らの支社は、認定されていない精算機関において保有するデリバティブのポジショ
ンから生じるエクスポージャに対してより高い手数料が適用される可能性がある。
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これは、自己資本要求規則（The Capital. Requirements Regulation; CRR）において、
EU加盟国で設立された精算機関あるいは第三国で設立され、認定された精算機関
が優遇される旨が規定されていることによる。
（vii）これらのことから、決済に関する義務がかけられる EUあるいは第三国に所
在する（契約の）関係者は、その保有するデリバティブのポートフォリオを精査す
ることが必要になる。（第三国で設立されたものを含む）全ての関係者は、金融機
関あるいは一定の精算限度を超える非金融機関は、精算に関する要件を満たしてい
るかを確認することが求められる。また、デリバティブに関し、仲介者を通じて契
約した、あるいは精算を、仲介者を通じて、行っている場合には、関係者は当該仲
介者との契約が法的要件を見たいしているかを確認することが求められる。
＜記録の保管及び報告＞

（i）欧州市場インフラ規則（EMIR）あるいは証券金融取引規制（SFTR）において
報告義務の対象とされているデリバティブあるいは証券取引は、関係者によって、 
EUの取引登録機関（trade repository）あるいは欧州証券市場監督局（ESMA）によっ
て認定を受けた、第三国の取引登録機関に、登録されなければならない。英国の
EU離脱後、英国で設立された取引登録機関は、第三国の取引登録機関になる。
（ii）適切に登録されたあるいは認定された機関へのデリバティブの契約にかかる
報告義務は、契約の相手方にも適用される。金融機関か非金融機関かにかかわらず、
全ての関係者は、この義務の履行を確保しなければならない。第三者に報告が委託
されている場合には、当該第三者との契約が、欧州市場インフラ規則（EMIR）あ
るいは証券金融取引規制（SFTR）の定める義務を満たしているかを確認しなけれ
ばならない。
（iii）締結あるいは変更されたデリバティブ契約の記録に関する関係者に対しての
義務は、契約終了後少なくとも 5年間は履行されなければならない。
（iv）決済ファイナリティ指令の下では、英国によってシステムを指定することは
出来ない。英国の EU離脱以降、英国によって現在指定されているシステムは、決
済ファイナリティ指令の下での指定を失う。なおこれは、加盟国の国内法にかかわ
らず生じる。

（27）エコラベル（WITHDRAWAL�OF�THE�UNITED�KINGDOM�AND�EU�RULES�

FOR�THE�USE�OF�THE�EU�ECOLABEL）
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　EU離脱以降英国政府によって指定された EUエコラベル機関（EU Ecolabel 

Competent Authority）はその権限を失う。また当該英国政府によって指定された EU

エコラベル機関から EUエコラベルの利用を認められた者はその利用が認められな
くなる。

（28） 監 査（WITHDRAWAL�OF�THE�UNITED�KINGDOM�AND�EU�RULES�IN�

THE�FIELD�OF�STATUTORY�AUDIT）

（i）英国の EU離脱以降、英国で監査人としての資格を承認されていた自然人は、
第三国の監査人とされ、会計監査指令の定める監査人（statutory auditor）とはされ
ない。英国で承認された監査団体は、第三国の監査団体とされ、会計監査指令の定
める監査団体とは認定されない。また、英国の監査人あるいは英国で認定された監
査団体は、会計監査指令で規定されている法令監査を行うことは出来ない。
（ii）英国の EU離脱以降、EU加盟国の規制された市場（regulated market）におい
てその取引が認められている、譲渡可能な証券を発行している EU域外で設立され
た企業の年次もしくは連結された経理に関する監査報告書を作成している、英国の
監査人あるいは英国の監査団体は、第三国の監査人あるは監査団体として、会計監
査指令に基づいて、登録されなければならない。当該登録がされない場合、その発
行した監査報告書は効力を有さない。
（iii）上記によって会計監査指令に従って登録された英国の監査人あるいは英国の
監査団体は、当該登録がなされた EU加盟国の公的監督、品質保証、調査、及び罰
則制度の対象とされる。
（iv）会計監査指令の規定上、EUで認証を得た法令監査人もしくは法令監査団体で、
英国に本社を有する、あるいは英国で証券を発行している、企業体の一部である、
EUに所在する企業の監査を行った者は、EUにおける監査に関する、もしくは監
査を受けた会社に関する文書を、会計監査指令の定める基準を満たした場合にの
み、英国の規制当局に送付することが出来る。これについては、関係する EU加盟
国の同意と、関係当局間の相互主義に基づく合意が求められる。

（29）銀行及び支払いサービス（WITHDRAWAL�OF�THE�UNITED�KINGDOM�

AND�EU�RULES�IN�THE�FIELD�OF�BANKING�AND�PAYMENT�SERVICES）

＜認可（authorization）＞
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（i）銀行サービス、支払いサービス及び e-money発行サービスを提供する英国の事
業体は、英国の EU離脱後は、EU内でサービスを提供する、あるいは活動をする
ことは出来ず、また EU加盟国における支店や代理人の設置に関し第三国として扱
われる。
（ii）英国の当局に認可された企業体によって他の EU加盟国に設置された支店は、
英国の EU離脱以降、第三国に本店がある支店として受け入れ国で求められる条件
を満たさなければならない。これは具体的には、支店等としての認可を受けるため
の申請を提出しなければならないこと等を意味し、また預金保証の準備の方法を変
更する等、預金者に関する変更の潜在的可能性があることを意味する。なお、英国
の EU離脱後、英国の権限当局から認可を受けた支払機関は、越境による、あるい
は EU加盟国に所在する支店を通じた、支払いサービスの提供を認められない。
（iii）EUにおいて権限ある当局から認可を受けた企業体は、その支店も含め、引き
続きその認可の条件を満たすことが求められる。EUで権限ある当局から認可を受
けた企業体が英国に支店を設置する場合、当該支店は、その支店と法的に一体をな
す認可を受けた者に対して適用される条件を満たす必要がある。この条件には、運
用及び組織の体制に関するプログラムについてのコンプライアンスや、第三国の法
令及び行政規則等の適用から生じる支障によって、効果的な監督機能の行使が阻害
されないことが含まれる。第三国に所在する認可を受けた企業体の支店が提供する
サービスを含め、認可の範囲でカバーされるサービスは、当該認可をした当局の監
督権限の下にあり、当該権限は、特に、（当該認可を受けた）組織の事業、業務の
執行あるいはネットワークを制限すること、あるいは当該組織の健全性に対する過
度のリスクをかける行為からの離脱を要求することを含む。またこれらの支店の提
供するサービスも、EUの法制度の規制対象とされる。
＜アレンジメントとエクスポージャ＞

（i）自律的なリスクのマネジメントもしくは管理を行うため、あるいは危機に際し
ての、取引を行うまたは危難を避ける能力を含む、十分な業務遂行のための回復力
を有するための、EUで認可された企業の能力に影響を及ぼすアレンジメントは、
当該認可を与えた権限ある当局による評価の対象とされる。当該評価においては、
英国の EU離脱以降、EUの権限ある当局に認可された企業体が引き続き外部委託
もしくは監督関係を継続できるか、また、親会社もしくはグループ会社を含む英国
で設立された関係者を含めて、大規模なエクスポージャやリスク緩和の要件からの
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適用除外を継続するか、等を評価することになる。
（ii）英国で設立された第三者に関するエクスポージャについてのプルーデンシャ
ル措置も、英国の EU離脱以降影響を受ける。これは自己資本規制指令（CRD）に
規定される個別のプルーデンシャル措置との関係で EUにより受容される同様の決
定には関係しない。同様に、英国の EU離脱以降、処理の枠組の中で、自己資本あ
るいは適正な負債に対する最低限の要件に対する責任の適合性の評価もまた、英国
法の下で出された責任からの影響を与えられる。
＜契約＞

　EUで設立された者と英国で設立された者の関係に関する契約の継続は、シング
ルパスポートがなくなることにより影響を受ける。これは、英国をベースとする企
業体が、英国の EU離脱前に締結した契約に関する、一定の義務と行為の実施を継
続し、サービスの継続性を確保する能力を侵害するからである。英国の EU離脱以
降、EUの抵触法や管轄は英国に適用されない。英国の国内法を契約の根拠法とす
る場合、あるいは、法の選択もしくは英国裁判所を管轄する裁判所とする合意とす
る場合、当該契約等に関わる関係者は、英国の EU離脱が、当該契約の効力もしく
は執行に関わる効力に与える効果を慎重に評価し、リスクを緩和することが求めら
れる。

（30） 保 険・ 再 保 険（WITHDRAWAL�OF�THE�UNITED�KINGDOM�AND�EU�

RULES�IN�THE�FIELD�OF�INSURANCE�/�REINSURANCE）

＜認可＞

（i）英国の保険引き受け者は、EUにおいてサービスを提供するための Solvency II

に基づく免許による便益を受けることは出来ず、第三国の保険引き受け者となる。
つまり英国の保険引き受け者は、オンラインによるサービスも含めて、現状の免許
に基づいては、EUにおいてサービスを提供することを認められない。
（ii）英国の保険引き受け者の支店は、第三国の保険引き受け者の支店となる。こ
れらの支店は、その活動する EU加盟国において免許を受けることが求められる。
これらの支店は、その事業を継続するためには、その活動する EU加盟国において
免許を取得し、Solvency IIに基づく義務を履行することが求められる。ただし当該
免許によっては EU加盟国の全域で事業を行うことは出来ず、当該免許を与えた加
盟国においてのみ事業を行うことは出来る。
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（iii）EU加盟国において設立された、英国に設立された保険引き受け事業者の管理
監督の下にある、法的に独立した、支社は、EU内で、その認可を受けた条件の範
囲で、EU法に従うことを条件に、事業を行うことが出来る。
（iv）英国の再保険事業者は、EUで事業を行うためには、その事業を行う EU加盟
国の定める条件に従うことが求められる。この条件は、EU加盟国の再保険事業者
より良くなることはなく、又、加盟国ごとに条件は異なる。
＜保険契約＞

　EUにおける認可を失うことによって英国の保険引き受け者は、英国の EU離脱
前に締結した契約の関わる一定の義務の履行やサービスの継続的提供が困難になる
影響を受ける可能性がある。このことから、EUの指令に基づいて企業は、契約が
継続的に履行されるかを確認することが求められる。また企業は、英国の EU離脱
の自社の事業の遂行や自社の契約のポートフォリオに対する影響を評価し、各国の
監督官庁と協力して、リスクを特定し、それを緩和することが求められる。
＜その他＞

（i）保険契約者あるいは顧客は、英国の EUからの離脱から生じる、その権利ある
いは保険サービスの提供を受けることに対する影響について通知を受けられる。
（ii）EUで活動する、英国で登録された企業を親会社とする保険・再保険会社は、
同等の監督がなされない下では、EU域内に本社を有する持ち株会社の設置を求め
ることを含む、適当なグループを対象とする監督を目指すなどの、世界規模でのグ
ループ全体を対象とする支払い能力の確保を求める監督権限を EUに与える
Solvency IIの規定の対象とされる。
　英国の健全性規制機構（Prudential. Regulatory Authority）によって、英国の EU離
脱前に承認された、EUで活動する英国の企業グループをカバーするグループレベ
ルの内部組織は、英国の EU離脱以降 EUでは承認されず、EU27加盟国の規制官庁
による承認が求められる。EU27加盟国のうちの一つで設立された英国の保険会社
の支店に関する企業レベルでの内部組織で、当該 EU加盟国の規制当局により承認
されたものは、有効である。
（iii）英国で登録された保険・再保険仲買人は、EU指令の下での登録による利益を
失い、当該英国における登録に基づいて EUにおいて業務を継続することは出来な
い。
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（31） 金 融 商 品 市 場（WITHDRAWAL�OF�THE�UNITED�KINGDOM�AND�EU�

RULES�IN�THE�FIELD�OF�MARKETS�IN�FINANCIAL�INSTRUMENTS）

＜免許＞

（i）英国の EU離脱により、英国の投資会社は第三国の投資会社となり、金融商品
市場指令（MiFID）に基づく認可を受けた企業としての投資サービスの提供や活動
を EU域内では行えないことになる。
（ii）英国で設立された投資会社の管理・支配下にある、英国を除く EU加盟国で設
立された独立の支社は、金融商品市場指令の下で認可を受けていれば、その条件の
下で、その業務を継続することが出来る。なおそのような会社は、他の金融商品市
場指令に基づく会社同様、ガバナンス、外部委託あるいは第三国にある支店の利用
等に関するものを含む、金融商品市場指令の定める要件を満たすことが求められ
る。またそのような企業のビジネスモデルや（EU域外の組織との関係も含む）組
織構造は、金融商品市場指令の下で権限を有する当局の審査を受けることになる。
（iii）英国で設立された投資会社の EU加盟国にある支店は、第三国の会社の支店
となり、当該支店が設立された EU加盟国の規制あるいは金融商品市場指令の規律
の条件を満たすことが求められる。当該支店は、各 EU加盟国の領域でのみサービ
スを提供することが認められる。
（iv）取引施設（trading venue）あるいは取引実行施設（executing venue）を運営す
る英国のマーケットオペレータ及び投資会社は、金融商品市場指令に基づく免許に
基づく利益を享受することが出来ない。また英国を拠点とする、規制市場（regulated 

markets）, 多角的取引機関（multilateral trading facilities）、あるいは執行業者
（systematic internalisers）も、金融商品市場規則（MiFIR）の下で株を売買する場あ
るいはデリバティブの取引の場としての適格性を失うことになる。このことから、
これらの市場と関係する EU関係者は、当該市場において、取引に関する義務を負
う株式の取引を、このような市場で行うことが出来ない。株あるいはデリバティブ
の両方のケースにおいて、EUの関係者は、金融商品市場指令に基づくコンプライ
アンスの継続的な確保のために、自らの取引の手順を再確認することが求められ
る。
　なお英国を拠点とする取引施設あるいは精算機関は、EUの取引施設あるいは
EUの精算機関、もしくは EUの格付け機関への公開・無差別のアクセスの利益を、
英国の EU離脱以降得られない。
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＜契約＞

　金融商品市場指令に基づく免許を失うことにより英国で設立された会社は、EU

の顧客あるいは協業者との関係で一定の影響を受け、すでに締結されている契約か
ら生じる一定の義務と活動を継続することに関して、問題が生じる可能性がある。
金融商品市場指令の下で企業は、投資サービス並びに投資活動の実施の継続生の確
保を求められる。このことから企業は、英国の EU離脱の影響を評価することが求
められ、そのリスクに対する対応策を特定することが求められる。
＜その他＞

（i）英国の事業者への外部委託は、金融商品市場指令の定める要件を満たすことを
条件としてのみ使えることになる可能性がある。特にポートフォリオマネジメント
に関係する業務を英国の企業に委託するためには、加盟国の関係当局と英国の関係
当局間で協力関係が構築されていることが要件とされるなどの、金融商品市場指令
に関わる規則に基づいて定められる条件が満たされる場合にのみ認められる。なお
この点に関しては、欧州市場監督局（ESMA）が意見を出している。
（ii） 金融商品市場指令の定める情報公開に関する規律によって、投資サービスを提
供する企業は、顧客が契約を締結する前の適切な時期に、金融商品市場指令に基づ
く免許を得ている企業に生じる損失に関するものを含む、英国の EU離脱の影響か
ら生じる、サービスの提供や投資家の権利に対する影響に関する情報を、顧客等に
提供することが求められる。なお投資サービスを提供している企業は、顧客に対し
適切な時期に、当該企業の置かれている状況の変化や契約の履行の結果等に関する
情報を含む、すでに提供されている情報の実質的な変更について通知することが求
められる。
（iii） 第 2次金融商品市場指令の規定によれば、データレポートサービスを提供す
るためには、EU加盟国の免許が求められるが、英国の当局による免許を受けた者
で、（英国以外の）EU加盟国当局の免許を受けていない者は、当該サービスを提
供することは出来なくなる。

（32）格付け機関（WITHDRAWAL�OF�THE�UNITED�KINGDOM�AND�EU�RULES�

IN�THE�FIELD�OF�CREDIT�RATING�AGENCIES）

（i）EUの信用格付け機関に関する規制においては、規制に関連してそのレーティ
ングを利用されるために EUに設立された信用格付け機関（Credit Rating Agency）
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は欧州証券市場監督庁（European Securities and Markets Authority）に登録され、そ
の監督を受けなければならない。英国で設立された信用格付け機関は EUで設立さ
れたそれと解されないので、欧州証券市場監督庁はその登録を抹消する。
（ii）英国の信用格付け機関の登録が抹消されることに伴い、EU27加盟国に所在す
る、与信機構、投資会社、保険会社、再保険会社等は、その格付けを公的に利用す
ることが出来なくなる。
（iii）EU内で設立され、証券市場監督庁に登録された信用格付け機関とグループ関
係にある、第三国にある信用格付け機関の格付けは、EUの格付け機関に関する規
制で定められる一定の条件を満たした場合には、公的な規制目的に対して使用する
ことが出来る。

（33）自動車（WITHDRAWAL�OF�THE�UNITED�KINGDOM�AND�EU�RULES�IN�

THE�FIELD�OF�TYPE-APPROVAL�OF�MOTOR�VEHICLES）

（i）英国の EU離脱により、車等に関わる EU指令が英国に適用されなくなる。
（ii）EU指令によれば EU域外の車等製造者は、EUの各加盟国が定める型式の承
認を得るために、EU内に代理人を置かなくてはならないこととされている。英国
の EU離脱後、英国に所在する者は代理人と認められないので、EU域外の車等製
造業者は、英国以外の EU加盟国に代理人を置く必要がある。
（iii）EU指令によれば、車を登録し、販売、あるいは使用するためには、EU加盟
国当局が出す EU型式認定に適合していることを製造業者が証明することが求めら
れる。英国の EU離脱後は、英国当局の発出する EU型式認定に基づく製造業者の
証明は認められない。

（34）資産管理（WITHDRAWAL�OF�THE�UNITED�KINGDOM�AND�EU�RULES�

IN�THE�FIELD�OF�ASSET�MANAGEMENT）

＜英国の資産運用活動＞

（i）英国の譲渡可能証券の集団投資事業（Undertakings for Collective Investment in 

Transferable Securities ; UCITS）マネジメント会社とオルタナティブ投資ファンド
（Alternative Investment Fund; AIF）マネージャは、EUの免許による利益を共有せず、
第三国のオルタナティブ投資ファンドになる。このことから、英国の企業は、現在
の免許に基づいて、ファンドの管理や取引を行うことが出来なくなる。
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－ このことから、譲渡可能証券の集団投資事業、European Venture Capital Funds 

（EuVECA）、European Social Entrepreneurship Funds （EuSEF）、European Long Term 

Investment Funds （ELTIF）に関し、当該ファンドを EUにおいて運用し、また EU

域内で商品を小売りあるいは専門の投資家に販売するためには、投資ファンド及
びそのマネージャは、EU域内で設立され、登録され、免許を取得することが求
められる。
－ オルタナティブ投資ファンドのマネージャが、専門の投資家に当該ファンドの商
品を販売するためには、 EU域内で設立され、免許されることが求められる。

（ii）英国で登録・免許されている、全ての集団による投資事業（collective 

investment undertakings）は、非 EUのオルタナティブ投資ファンドとなる。
（iii）EU加盟国は、非 EUの AIFマネージャに自国内で、national private placement 

regimes（NPPR）の制度の下で、取引を行うことを認めることは出来る。ただし、
それを認めるか、より厳しい規制をかけるかは各加盟国の判断となる。
（iv）英国で設立された会社の子会社（英国に設立された会社の管理下にある、あ
るいはその子会社とされている会社で、英国以外の EU加盟国で法的に独立して設
立された会社）で、EU法に従って英国以外の EU加盟国の当局に承認された譲渡
可能証券の集団投資事業マネジメント会社あるいはオルタナティブ投資ファンドの
マネージャは、現在の免許に基づいて、業務を継続できる。
（v）EUに所在する、英国のマネージャの支店（オルタナティブ投資ファンドのマ
ネージャから法的に独立していない永続的な所在を有するもの）は、非 EUのオル
タナティブ投資ファンドのマネージャの支店として扱われる。当該支店は、NPPR

の要件への合致が求められることがある。
＜EUの資産運用活動＞

（i）英国の EU離脱以降、英国で認可され登録された譲渡可能証券の集団投資事業
（UCITS）及びオルタナティブ投資ファンド（AIFs）は、非 EUのオルタナティブ
投資ファンドになることから、英国で承認された譲渡可能証券の集団投資事業をマ
ネジメントしている、EU27加盟国の USITSマネジメント企業は、非 EUのオルタ
ナティブ投資ファンドを管理するための免許の取得が求められる。
（ii）EUで設立、免許及び登録された AIFマネージャによってマネジメントされる、
非 EUのオルタナティブ投資ファンドのマネジメントで、EU域内で上市されてい
ないものは、EUの当局と関連する第三国の当局間の情報交換に関する EU指令等
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に定められる規律の対象となる。
（iii）EUで設立、免許及び登録されたオルタナティブ投資ファンドのマネージャに
よってマネジメントされている非 EUのオルタナティブ投資ファンドのマーケティ
ングには、加盟国の判断により、NPPRが適用される。
（iv） 譲渡可能証券の集団投資事業マネジメント会社及びオルタナティブ投資ファ
ンドのマネージャは、英国の EU離脱後、その影響について投資家に報告をしなけ
ればならない。
（v）EU指令において、EUのファンドが投資している投資財産が、 EU域外にある
適切な投資財産に投資することを禁じていない。しかしながらファンド間の関係に
関する規制はあり、特にこの点から、EUで認められている譲渡可能証券の集団投
資事業については、英国で認められている譲渡可能証券の集団投資事業の適格性を
検討することが求められる。
（vi）EUの投資家は、その投資先のファンドの法的ステータスが変更されたことと
の関係で、コンプライアンスを評価するための投資の基準をレビューする必要があ
る。
（vii）英国で設立されたプロバイダに一定の運用のための権能を委譲することは、
関連する EU指令の要件を満たせば、行うことが出来る。特にポートフォリオマネ
ジメントあるいはリスクマネジメント（あるいは譲渡可能証券の集団投資事業のた
めの投資マネジメント）に権限の委譲が関わる場合で、当該権限の委譲が、第三国
に設立された事業体になされる場合、譲渡可能証券の集団投資事業マネジメント会
社あるいはオルタナティブ投資ファンドのマネージャの母国の当局と、第三国で委
譲された権限を執行する事業体を所管する当局は、協力のための合意をすることが
必要になる。なお欧州証券市場監督局（European Securities and Markets Authority: 

ESMA）は、特に非実体的な企業が関与することから生じる EUの顧客に対するリ
スクを含む、この点についての見解を発出している。
（viii）EU指令によれば、EUで認可された EUのオルタナティブ投資ファンドある
いは譲渡可能証券の集団投資事業の受託者は、これらのファンドの所在する EU加
盟国に所在しなくてはならず、第三国に所在する場合には一定の条件がある。

（35） 海 運（WITHDRAWAL�OF�THE�UNITED�KINGDOM�AND�EU�RULES�IN�

THE�FIELD�OF�MARITIME�TRANSPORT）



57

英国の欧州連合（EU）離脱に係る EU発出のステークホルダー向け注意喚起の概要 （松澤）

＜市場アクセス＞

（i）EU域内における海運及び第三国が関わる場合の運行
　EU規則は、次の者に関する EU加盟国間あるいは EU加盟国と第三国間の海運
サービスの提供の自由について規定している。
－ EU加盟国で設立され、EU加盟国に所属している者によるもので、その者に対
するサービスが意図されている場合以外の場合
－ 「EU以外で設立された EU加盟国の者」あるいは「仮に加盟国法に従ってその
船舶が登録されている場合、EU外で設立された海運企業で、EU加盟国の者に
よって経営されている者」
　英国の EU離脱に際してこれらの条件を満たさない者、あるいは企業は、国際海
運との接合性等に関し、EU規則で定められる利益を得られない。
（ii）カボタージュ
　EU規則上、EU加盟国間における海運サービスの提供は、共同体船舶保有者に
よってのみ提供されることになっており、当該規則の定める定義に該当しない場
合、加盟国の国内法が第三国を旗国とする船舶にそれを認めている場合を除いて
は、カボタージュは提供できない。
＜海運の安全＞

（i）英国が EUから離脱することによって、EU規則の規定する（船舶の国際規格
等への適格性の評価等を行う）団体の認定に直接に影響が及ぶことはないが、EU

離脱以降英国は、このような団体を認定する立場にないことになる。
（ii）EU法の定める（入港する外国船に対して立入検査等する）ポスト・ステート・
コントロールに関し、英国の EU離脱後も EU加盟国は、関連する EU指令に従っ
て英国の船舶への立入検査を行うが、英国には関連する指令が適用されず、英国と
EU間のポスト・ステート・コントロールについては、Paris Memorandum of 

Understanding on Port State Controlが適用される。
（iii）定期フェリー及び高速旅客海運サービスの安全な運航を確保するための強制
的な審査に関する EU指令は、英国の EU離脱後は、英国には適用されない。
（iv）EU指令上、第三国を旗国とする漁船は、EU指令の定める技術条件を満たし
ていることを当該旗国が証明していることを示さなければ、EU加盟国の内海ある
いは領海での操業が認められない。また第三国の漁船は、Torremolinos議定書が発
行した後には、当該議定書を満たしていることを示すことが求められ、EU加盟国
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の港にいる際には、当該加盟国当局の管理下におかれる。

（36）動物の保健（WITHDRAWAL�OF�THE�UNITED�KINGDOM�AND�EU�RULES�

ON�ANIMAL�HEALTH�AND�WELFARE�AND�PUBLIC�HEALTH�RELATED�TO�

THE�MOVEMENT�OF�LIVE�ANIMALS）

＜EUへの動物の輸入＞

（i）英国の EU離脱以降、英国から EUへの生きている動物の輸入は、以下の一定
の条件を満たすことが求められる。
－ 英国は、EU指令で規定される一定の条件を満たすことを条件に、所定の第三国
のリストに搭載されることが求められる。
－ 英国から輸入される動物に関する一定の動物の保健及び検疫に係る条件が満たさ
れることが求められる。
－ 英国は、一定の条件を満たすことによって、動物及び動物由来製品に係る EU指
令にしたがって承認された残留物に係る管理計画を有する第三国として、欧州委
員会の作成するリストに掲載されることが求められる。
（フランス、アイルランド及び英国の間で、EU指令に従って締結された Tripartite 

Agreementは英国の EU離脱以降、英国には適用されない。）
（ii）上記の条件は、英国の EU離脱以降、EU27加盟国による国境管理を通じて、

EU域内への最初の到達地点で適用される。この際の手続要件は以下の通り。
－EUへの輸入は、各動物ごとに指定されている特定の場所を通過して行われる。
－ 輸入に際しては、EUの動物保健輸入規制の要件を満たしていることを適切に示
す保健証明が添付されていることが求められる。
－各輸入時ごとに、書面審査と個体確認がされ、さらに検診がされる。
－ 各動物は、適切に国境審査を通過したことを示す文書が示されることによって、

EUに入ることが認められる。
（＊上記の条件は、EUへの輸入の際のみならず、EUを通過する際にも適用され
る。）
＜EUからの動物の輸出＞

　英国の EU離脱以降、EUから英国への生きた動物の輸出については以下の条件
等が課される。
－EUの領域から出されるまで、EUの税関の管理下に置かれる。
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－ 英国の検疫条件を満たしていることを示す証明と、必要な場合には、屠殺される
動物に関する EU側の条件を満たしていることを示す証明が示されることが求め
られる。
－ TRACES（EU Trade Control and Export System）において、国境の検査地点等の輸
出の際の仕向地点と、当該仕向け地点の地方当局、当該仕向け地点の中央当局並
びに通過国に対するメッセージが送られなくてはならない。
＊以上の他輸入・輸出の両方において、動物福祉に関する EU規則が適用される。

（37）消費者保護及び旅客の権利（WITHDRAWAL�OF�THE�UNITED�KINGDOM�

AND�EU�RULES�ON�CONSUMER�PROTECTION�AND�PASSENGER�RIGHTS）

　英国の EU離脱以降、消費者保護に関する規律は英国に適用されなくなる。この
ことから、具体的には以下の影響が生じると予想される。
＜EUに所在する消費者が、英国に所在する事業者から製品もしくはサービスを購

入する際の関係＞

（i）英国の EU離脱以降も、EUの消費者は英国に設立された商人から製品もしく
はサービスを購入すると考えられる。EU法上、消費者が、何らかの方法により、
消費者の居住している国に対して自らの商業活動を行った専門の商人と契約した場
合、一般的に当該契約の準拠法は、消費者が常居所を有する国の法となる。他の法
を選択することも出来るが、当該選択によって合意されたとしても、消費者の常居
所の法が消費者に提供する消費者に対する保護を失わせることは出来ない。このこ
とを踏まえ、EUの裁判所は、専門の商人が英国にいたとしても、消費者保護に関
する EUの規律を適用する。
　仮に EU27加盟国の消費者が、EU27加盟国の裁判所に英国にドミサイルを有する
商人に対して個別に訴訟を提起した場合、当該商人が消費者のドミサイルのある
EU加盟国に対して商行為を行っていたならば国際裁判管轄を設定することに関し
て英国の EU離脱は影響を与えない。すなわちこの場合、商人が EUにドミサイル
を有するあるいは第三国にドミサイルを有するかにかかわらず、消費者がドミサイ
ルを有する EU27加盟国において消費者が当該商人を訴えることを認める EUの裁
判管轄に関するルールが適用される。ただし、EUで下された判決あるいは英国で
下された判決の執行に関する執行管轄については、英国の EU離脱以降は、英国と
EUの各加盟国の管轄となる。
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　英国の EU離脱以降、裁判外紛争解決手続き（ADR）に関する EU法は英国に適
用されなくなることから、英国に設立された事業者の関係する案件との関係では、
これらの手続きは適用されなくなる。
　英国には、消費者保護に関する当局間協力に関する EU法も適用されなくなるの
で、英国の EU離脱以降英国は EUと協力する必要がなくなり、越境の請求に関し
英国政府は協力する義務を負わなくなる。
　さらに、英国の EU離脱以降、ある EU加盟国に認められた一定の企業に対し、
他の EU加盟国で差し止め命令を提起する適格を認めた EU法は英国企業には適用
されなくなる。
（ii）旅行（団体旅行）に係る債務不履行からの旅行者の保護
　EU法上 EUに所在する旅行業者は、旅行業者の破産等の際に、旅行者に対する
返金あるいは旅行者の支援のために、保証金を積み立てることが求められている。
EUに設立されていない、EUにおいて消費者に対して旅行パッケージを販売ある
いは提供している旅行業者、あるいは何らかの方法でそのような商行為を EUに向
けて行っている旅行業者もまた、その商品の販売等を行っている各 EU加盟国に対
して、同様に破産等に際しての保証を提供することが求められる。なお、第三国で
設立された旅行業者が EUの消費者に対して旅行パッケージを販売せず、また EU

においてその商品を買える状況におかない場合、EU法で定められる破産等の際の
保証に関する規律は適用されない。このことから、このような場合には、英国で設
立された旅行業者には、EU法で定められる破産等の際の保証に関する規律は適用
されないことになる。
　英国の EU離脱以降、旅行業者の本国法の定める条件による旅行業者の破産等に
際しての保護に関する相互承認について規定する EU法は、英国法で定められる旅
行業者の破産等に際しての保護に関しては、適用されない。このことから、英国の
EU離脱以降、英国で提供されている旅行パッケージを提供する旅行業者の破産等
に際しての保護については、EU法が適用されないことになる。
（iii）EUの航空客の権利
＊航空客
　英国の EU離脱以降、英国に所在する空港から EU域内の空港に向かう旅行者に
は、EUにより免許が与えられた航空会社のフライトでない限り、EU法に基づく
航空客の権利が保障されない。
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　英国の EU離脱以降、EU法に基づいて身障者に認められる権利は、英国から出
発する、英国で乗り換える、あるいは英国に到着する便では認められない。航空会
社の提供する身障者支援等は、EUにより免許が与えられた航空会社の場合、英国
から出発し、EU加盟国の空港に到着する便については、引き続き認められる。
＊船客
　英国の EU離脱後も、 EU域内の港で乗客が降りる、EU域内で設立された企業に
より運航される船舶、あるいは、EU加盟国間の旅客運送に従事する船舶について
は、英国あるいは EUの港で乗り込みを行う船舶における旅客について、船舶客に
保障される権利に関する EU法が適用される。
＊バス客
　英国の EU離脱以降も、定期運行であって、EU域内で乗降する英国と EU間の
バス運行であり、距離が250キロ以上のものについては、バス旅客に関する権利を
保障する EU法が適用される。
＊鉄道客
　英国の EU離脱以降、鉄道運送に関しては、当該鉄道が統一欧州鉄道地域にかか
る規則に基づいて免許が与えられるものである場合には、EU域内において、鉄道
客の権利を保障する EU法が適用される。

（38） 鉄 道（WITHDRAWAL�OF�THE�UNITED�KINGDOM�AND�EU�RULES�IN�

THE�FIELD�OF�RAIL�TRANSPORT）

（i）鉄道インフラの管理と利用
　単一欧州鉄道地域（single European railway area）を設定する EU指令によれば、
鉄道サービスを提供するためには、鉄道会社は免許を取得することが求められ、各
鉄道会社は、その設立された EU加盟国でその申請をすることが出来る。当該指令
の定める条件を満たす限りにおいて、当該免許は EU全域で有効である。英国の
EU離脱以降、英国政府の発行した免許はその他の EU27加盟国では有効でない。
英国で発行された免許を有している事業者で、EU域内における事業の継続を望む
者は、EU27加盟国において免許の申請をすることが必要となる。
（ii）鉄道の安全
　EU指令上、鉄道会社が EUの鉄道網にアクセスする場合には、加盟国が発行す
る安全証明を取得することが求められる。英国の EU離脱以降、当該 EU指令に基
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づく英国において取得された安全証明は、EU27加盟国においては有効でなくなる。
このような英国政府の発行する安全証明を保有している鉄道会社で、EUにおいて
当該事業を継続すること望む者は、EU27加盟国においてこの証明に関する申請を
行うことが求められる。
　EU法上、貨物車の修理を行う事業者は、その証明が求められる。英国の EU離
脱以降、英国から発行された証明は EU27加盟国において有効でなくなるので、
EU27加盟国で証明の申請をすることが求められる。なお英国の EU離脱以降、貨
物車の修理を行う企業は、鉄道システムを有する、EU26か国が加盟国である、国
際鉄道貨物輸送に関する協定（Convention concerning International Carriage by Rail; 

COTIF）の法的枠組みに基づいて証明の申請を行うことが出来る。
（iii）鉄道施設の相互利用
　EU指令の適用される鉄道関連製品の上市に関し、相互利用に関わる EUの技術
明細書（European Union’s Technical Specifications for Interoperability）は、適用される
べき適合性評価手続と、それぞれの製品に関し、第三者の関与が求められるか否か
を定めている。これらの製品の上市に関し英国のEU離脱が与える影響については、
工業製品一般にかかるステークホルダー向けの注意喚起で述べられている事項が適
用される。
　英国の EU離脱以降、共同体における鉄道網の相互使用に関わる EU指令に従っ
て上市される鉄道の相互利用に関わる製品については、EU27加盟国に通知された
者あるいは指定された者の発行する証明が求められる。英国の EU離脱前に、英国
に通知された者あるいは指定された者の発行する証明をもって上市された鉄道の相
互利用に関わる製品については、当該証明の有効期間内は利用できる。
　EU指令上、鉄道網において使用される前に、鉄道車両については、当該指令に
基づいて関連する鉄道網について権限を有する加盟国の安全関連の当局から、利用
されることに関する承認を得なければならない。かりに当該承認が、英国で発行さ
れた適合性証明書に基づくものであるとしても、英国の EU離脱後も当該承認は、
その有効期間内においては、有効である。なお英国の EU離脱以降の承認は、
EU27加盟国の発行する適合性の証明に基づく承認であることが求められる。
　なお英国の EU離脱以降、 EUにおける英国で承認された鉄道車両及び関連製品
の利用あるいは英国における EUで承認された鉄道車両及び関連製品の利用は、国
際鉄道貨物輸送に関する協定（COTIF）に基づくことになる。
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（iv）鉄道運転手の免許
　鉄道運転手の免許について規定する EU指令は、鉄道運転手が取得すべき免許や
証明について規定している。このうち免許は EU加盟国の当局によって発行され、
証明は鉄道会社や施設管理者（infrastructure manager）によって発行される。英国
の EU離脱以降、英国で発給された鉄道の運転手等に関わる免許は、有効でなくな
る。このことから、英国の発行する免許等で他の EU加盟国で業務に従事している
者は、必要な手続を取ることが求められ、また、これらの者を雇用等している鉄道
会社は、これらの者にその旨を通知することが求められる。

（39） 電子商取引及びネットの中立性（WITHDRAWAL�OF�THE�UNITED�

KINGDOM� AND� EU� LEGISLATION� IN� THE� FIELD� OF� ELECTRONIC�

COMMERCE�AND�NET�NEUTRALITY）

（i）電子商取引に係る発信地主義
　電子商取引に係る EU指令の内国市場に関する規定によれば、一定の例外は認め
られるが、情報社会サービス（information society services. 通常の場合、報酬を得る
ために、遠隔地に、電気通信的手法で、個別の当該サービスの受領者の要望に応じ
て、提供されるサービスと定義される。）の提供者は、当該提供者が設立された
EU加盟国の法律の適用を受け、当該サービスの提供される、各種の EU加盟国の
法律の規制を受けないとされている。また当該規定は、特にこのサービスの提供者
に対して、事前の承認を得ることを求めること等を禁じている。さらに当該 EU指
令は、ユーザーに情報を提供する際の基本的な要件、オンライン契約の条件、並び
にオンラインの商業的コミュニケーションの要件についても規定している。さらに
この指令では、一定の場合の中継的サービス提供者（intermediary service providers）
の責任制限についても規定している。
　英国の EU離脱以降、英国で設置された情報社会サービス提供者で、EUに情報
社会サービスを提供する者は、（当該情報の）発信国原則の適用を受けることは出
来ず、また、事前承認を禁止する制度の適用も受けられない。さらに当該指令が規
定するユーザーに情報を提供する際の基本的な要件の適用もない。英国に設立され
た情報社会サービスの提供者は、各 EU加盟国の管轄権の下におかれ、各加盟国は
当該国に提供されるサービスに関する管轄権を行使できることになる。なおさら
に、当該指令において定められた電子商取引に関する責任制限は、英国に設立され
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た中継的サービス提供者には適用されないことになる。
（ii）ネット中立性
　インターネットの開放性に係る EU規則は、インターネットの接続サービスの提
供のための情報の流通や、それに関連する末端利用者の権利に係る平等で被差別的
な扱いについての共通のルールを定めている。英国の EU離脱後、これらのルール
は英国には適用されなくなるが、情報社会サービス提供者がどこに設立されるかに
かかわらず、これらの規律は、EU加盟国に対して提供されるサービスに適用され
る。

（40）内水運輸（WITHDRAWAL�OF�THE�UNITED�KINGDOM�AND�EU�RULES�

IN�THE�FIELD�OF�INLAND�WATERWAYS）

（i）EU法上、国際運送のうち EU域内での内航海運によって物品もしくは旅客の
運送を行う者は、EU加盟国内にその所在地を有する者でなければならない。また
そのような運行に使われる船舶は、EU加盟国で登録されなければならない。英国
の EU離脱後は、英国内にその所在地を有する事業者あるいは英国に登録されてい
る船舶はこれらの条件を満たさないことになり、それらの業務に従事できないこと
になる。
（ii）EU法上、EU加盟国に所在する EU加盟国の内航海運に従事する者は、他の
加盟国においてもカボタージュに従事することが認められる。なおこのような活動
に従事するためには、船舶の保有者は EU加盟国の国民で、EU加盟国にドミサイ
ルを有していなければならず、また船舶の所有者が法人の場合には、EU加盟国内
に登録された事業所を有し、EU加盟国の国民にその過半の持分が所有されていな
ければならない。英国の EU離脱後は、英国で設立された運送会社である場合や、
船舶の保有者が英国民である、あるいは法人の場合には、英国で登録されているも
のである場合等では、これらの条件は満たされず、EU域内でその事業を行うこと
は出来ない。
（iii）EU法上、EU法に従って EU加盟国の発行した操縦士（boatmaster）の証明は、
一定の状況の下では、他の加盟国でも、有効であるが、英国の EU離脱後は、英国
の発行する証明は有効でなくなる。
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（41）電気及び再生電力（WITHDRAWAL�OF�THE�UNITED�KINGDOM�AND�EU�

RULES�IN�THE�FIELD�OF�GUARANTEES�OF�ORIGIN�OF�ELECTRICITY�FROM�

RENEWABLE�ENERGY�SOURCES）

（i）原産地の保障
　EU指令においては、再生可能エネルギーのソースである発電者からの要請があ
る際には、当該発電者の原産地の証明を発行しなければならない。これは、EU指
令に従って、再生可能エネルギーが最終消費者のエネルギーに占める割合あるいは
量を証明するためである。なお各加盟国は他の加盟国が発行する原産地証明を受け
入れなければならない。
　英国の EU離脱以降、当該 EU指令に従って英国の指定された機関の発行した原
産地の証明は、EU27加盟国で受け入れられない。
　また EU法において各加盟国は、高効率のコジェネによって発電された電気の原
産地は、客観的に、明確に、かつ無差別に証明されなければならない等の条件に従
うことが求められ、また、その証明を相互に承認しなければならない。英国の EU

離脱以降、英国の指定された機関の発行した原産地の証明は、EU27加盟国で受け
入れられない。
（ii）設置証明
　EU指令上各加盟国は、当該指令に基づいて、小規模バイオマスシステム等の設
置者が、その設置に関する証明をする制度あるいはそれと同等の制度を利用できる
ことを確保しなければならない。また各加盟国は、他の加盟国が発行した証明等を
受け入れなければならない。英国の EU離脱後英国の発行する証明は、その他の
EU加盟国によって受け入れられない。

（42）エコマネジメント及び監査（WITHDRAWAL�OF�THE�UNITED�KINGDOM�

AND�EU�RULES� IN�THE�FIELD�OF�THE�COMMUNITY�ECO-MANAGEMENT�

AND�AUDIT�SCHEME�（EMAS））

（i）環境管理監査スキーム（Eco-Management and Audit Scheme; EMAS）に関し、英
国の EU離脱以降英国政府により指定された EMASの所管機関は、所管機関とし
ての権限を失い、EMASに関する業務を行うことが出来ず、登録も抹消される。
（ii） 英国の EU離脱以降英国の認定機関によって認定された EMASの登録は無効に
なり、EMASの認定を受けた者はそのロゴを使えなくなる。これに関し、英国内に
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所在する機関は、英国の EU離脱以降 EU27加盟国の認定機関に認定の申請をする
ことが出来、また、英国の認定機関は、EU加盟国内の EMASの認定機関との契約
によって、英国の EMAS認定機関から EUの EMAS認定機関による認定に認定を
移すことが出来る。
（iii）英国で EMASにかかる認定を行う権限が与えられていた機関等は、英国の

EU離脱以降それを行う権限を失い、その業務を行うことが出来なくなる。

（43）野生動植物種の保護（WITHDRAWAL�OF�THE�UNITED�KINGDOM�AND�

EU�RULES�ON�TRADE� IN�PROTECTED�SPECIES�OF�WILD�FAUNA�AND�

FLORA）

　野生動植物種の保護に関わる EUの規則は英国には適用されなくなる。
　EU法の規定の定める種の検体を EUに輸入するためには、その仕向国である EU

加盟国の管理当局から発出される輸入許可を、輸入通関に際してあらかじめ提示す
ることが求められる。また EU法では、輸入許可の発行の条件も規定されている。
　さらに EU法では、保護対象の種の検体を EUから第三国に対して輸出あるいは
再輸出をする場合には、当該検体が所在する EU加盟国の管理当局によって発行さ
れる輸出許可もしくは再輸出証明を、輸出に関する書類が提出される税関に、あら
かじめ提示することが求められる。なお EU法は、それらの輸出許可もしくは再輸
出証明を発行するための要件について規定している。
　英国の EU離脱以降、上記のような EU法が、英国と EU27加盟国間における、
保護対象の種の検体の輸出等に適用されることになる。なお EU法では、保護対象
の種の検体の、非商業的移動に関する例外を規定している。

（44）セキュリティネットワーク及び情報システム（WITHDRAWAL�OF�THE�

UNITED�KINGDOM�AND�EU�RULES� IN� THE�FIELD�OF�SECURITY�OF�

NETWORK�AND�INFORMATION�SYSTEMS）

　EU指令は、デジタルサービス提供者に対して、セキュリティ及び生じた問題の
通知に関する一定の規制をかけている。当該 EU指令は、同指令の定める加盟国の
権限ある当局によって、これらの要件が適用されるとしている。なお当該指令の関
連規定によれば、これらの規制の適用に関する管轄権について以下のように規定し
ている。
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－ デジタルサービス提供者が EU内において設立されている場合、当該デジタル
サービス提供者は、その主要な拠点がある（原則的に、その本社が置かれている
場所となる）加盟国の管轄権のもとにおかれる。
－ デジタルサービス提供者が EU内に設立されていないが、EU域内にサービスを
提供している場合、EU域内において代表者を任命することが求められる。
　英国の EU離脱後、英国の管轄権の下にあるデジタルサービス提供者に対しては、
次のルールが適用される。
－ デジタルサービス提供者が EU加盟国内に一つあるいは複数の拠点を有している
場合、当該デジタルサービス提供者は、その主要な拠点のある EU加盟国の管轄
下にあるとされ、実効的に所管する当局を変更したものとされる。
－ デジタルサービス提供者が EU加盟国内に拠点を保持しないことになる場合、

EU加盟国内に代表する者を任命する義務の履行が求められる。
　 また、EU内にも英国にも拠点がなく、英国内において代表者を任命することで、
EU離脱前に英国の管轄権の下にあったデジタルサービス提供者は、英国の EU離
脱以降、英国以外の EU加盟国において代表者を任命することが求められる。
　なお、デジタルサービス提供者が当該国に主要拠点を有する、あるいは当該国で
代表者を任命していることを通じて、当該デジタルサービス提供者に対する管轄権
を行使する EU加盟国の権限ある当局は、EU域内で生じた問題に対して規制を適
用する。

（45）電気通信（WITHDRAWAL�OF�THE�UNITED�KINGDOM�AND�EU�RULES�

IN�THE�FIELD�OF�ELECTRONIC�COMMUNICATIONS）

　英国の EU離脱によって、EUの各種の電気通信に係る規則、指令その他の規律
が英国に適用されなくなる。それによって以下の状況が想定される。
（i）包括的な許可
　少なくとも一つの EU加盟国において設立されたサービス提供者は、それ以外の
EU加盟国において、拠点を設置することなく、電気通信ネットワークとサービス
を提供する権利を享受する。これらのサービス提供者は、公式のライセンス手続を
経ることなく、ネットワークとサービスを提供する EU加盟国において包括的な許
可を得るだけで、ネットワークとサービスの提供を開始することが出来る。当該包
括的な許可は、電気通信のためのネットワークとサービスの提供のための権利と義
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務に関わるもので、EU加盟国は、スタンドスティルの義務なしに、簡単な届出の
みを求めることが出来ることになっている。
　英国の EU離脱以降、英国で設立されたネットワークとサービスの提供者は、
EU加盟国において包括的許可の制度に基づく利益を共有することが出来なくなる。
このことからこれら英国で設立された提供者に対して EU加盟国は追加の要件を課
すことが出来ることになる。さらに英国で設立されたサービス提供者は、GATSの
参照文書の意味における「支配的サービス提供者」でない EU加盟国内のサービス
提供者に対して、アクセスあるいは接続のための協議を求めることは出来ない。な
おこれらのサービス提供者は、EU域内において、EU加盟国内あるいは国境を越
えた接続に関する紛争にかかわらず、紛争解決手続を提起することが出来ず、また
その対象となることもない。
（ii）固定あるいはモバイルのターミナルレート
　英国の EU離脱以降、EUと英国間の通話に関して、卸売りの音声ターミナルレー
トは、EUのサービス提供者に適用されない。これによって EUから英国への通話
に関する卸売りターミナルレートは上昇する可能性があり、さらにそれはそのよう
な通話の小売りレートにも影響する可能性がある。
（iii）ローミング（通信の転送）
　英国の EU離脱以降、ローミングに関し英国は、EUとの関係で第三国となる。
このことから次のことが生じる。
＜EU内で、顧客に対してローミングサービスを提供している者について＞

－ ローミングサービス提供者は、卸売りのローミングのアクセスを要請する場合、
英国で事業を行っているモバイルネットワークオペレータに対する、ローミング
のアクセスの卸売りの提供のための全ての合理的な要件を認めることに関する義
務から生じる利益を得ない。
－ 英国で事業を行っているネットワークオペレータが、EU内におけるローミング
サービスの卸売りによる提供に関して課す、ローミングの卸売りに関する料金の
上限規制について、EUの規律から利益を得ることはない。
＜EUでローミングサービスを提供する者からローミングサービスを受ける者につ

いて＞

－ フェアユースを条件として、英国においてローミングサービスを使うための小売
り料金に加えて、追加の料金をローミングサービス提供者はかけてはならないと
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する小売りに関する義務からの利益を得られない。
－ （他方で）英国に旅行する際については、EU規則上の透明性に関する義務から
の利益は享受する。
＜英国でローミングサービスを提供している者について＞

－ 英国でローミングサービスを提供している者は、ローミングサービスの卸売りを
要請する場合、EUで事業を行っているモバイルネットワークオペレータに対す
る、ローミングのアクセスの卸売りの提供のための全ての合理的な要件を認める
ことに関する義務から生じる利益を得ない。
－ EUで事業を行っているネットワークオペレータが、英国内におけるローミング
サービスの卸売りによる提供に関して課す、ローミングの卸売りに関する料金の
最高限度に関する規制について、EUの規律から利益を得ることはない。
＜英国でローミングサービスを提供する者からローミングサービスを受ける者につ

いて＞

－ 英国でローミングサービスを提供している者は、EUでローミングサービスを提
供するプロバイダに関する、EUのローミングサービスを利用する際に、フェア
ユースを条件として、国内の小売り料金に加えていかなる追加の料金も課さない
ことに関する義務との関連で、利益を得ない。
－ EU規則の定める透明性の義務から生じる利益や、EUに旅行する際に関連する
利益を得ない。

（46） 音響映像及びメディアサービス（WITHDRAWAL�OF�THE�UNITED�

KINGDOM�AND�EU� RULES� IN� THE� FIELD�OF� AUDIOVISUAL�MEDIA�

SERVICES）

（i）発信地原則及び管轄権
　EU指令では、メディアサービス提供に関し、いわゆる発信地原則（Country-of- 

Origin）が取られ、それによればメディアサービス提供者は、一般的には、そのプ
ログラムが受信されるあるいは転達される際を含めて、EU指令で決定されるとこ
ろの、発信国たる EU加盟国の管轄権に服しその法に従うこととされている。
　メディアサービス提供者が服する管轄権を決定するこのような EU指令が適用さ
れない場合、当該メディアサービス提供者が設置された国が管轄権を行使する国と
なる。
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　英国の EU離脱以降、現在英国の管轄権の下にあるメディアサービス提供者は、
EU指令の定める一定の基準を満たす場合、英国以外の EU加盟国の管轄権の下に
置かれることになる。また EU加盟国のその領域内において EU法や EUに適用さ
れる国際法並びに越境テレビ欧州条約（European Convention on Transfrontier 

Television）の範囲で、自由に規制をかけることが出来る。
（ii） 発信地原則と伝達及び受信の自由
　関連する EU指令の下で EU加盟国は受信の自由を保障する義務があり、また
EU加盟国は、他の加盟国からのオーディオビジュアルメディアサービスによる伝
達を、当該 EU指令に定められる理由によって、制限してはならないとされている。
　英国の EU離脱以降、EUにおいて受信されるあるいは伝達される英国からのオー
ディオビジュアルメディアサービスの提供者は、EU指令で保障される、受信ある
いは伝達の自由を享有しない。それ故、英国以外の EU加盟国は、適用される場合
には、その国内法によって、越境テレビ欧州条約（European Convention on 

Transfrontier Television）の範囲で、英国からのオーディオビジュアルメディアサー
ビスの受信あるいは伝達を制限できることになる。

（47） 植 物 の 健 全 性（WITHDRAWAL�OF�THE�UNITED�KINGDOM�AND�EU�

RULES�ON�PLANT�HEALTH）

（i）植物、植物製品、その他のものの EUへの輸入
　EU指令では、ある種の植物、植物製品あるいはその他指令に別添されている表
に掲載されているものは EUへの持ち込みが禁止されている。また、ある種の植物、
植物製品あるいはその他指令に規定されているものは、当該指令の定める一定の条
件を満たすことを前提として、EUに持ち込むことが出来る。
　英国の EU離脱以降、英国から EUへの植物、植物製品あるいはその他のものの
持ち込みはEU法の所管の下におかれる。このことは特に木材梱包製品に関係する。
当該木材梱包製品は、実際にモノの運送に使われるか否かにかかわらず、国連食糧
農業機関（FAO）の定める国際規格を満たし、それに従った表示がなされなければ
ならない。
（ii） 植物、植物製品あるいはその他のものの輸入のための公的管理
　植物、植物製品あるいはその他の EU指令の別表に掲載されているもので EUに
輸入されたものには、検疫証明が添付されなければならない。またこれらの輸入品
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それぞれには、十分に用意された書類の提出が求められ、さらに同一性及び物理的
な検査の対象とされる。なお関連する EU指令によれば、ある種の物品については、
求められる、同一性及び物理的な検査をかけられる頻度が変更される場合がある。
　2019年12月14日（の英国の EU離脱の日）以降これらの産品は輸入管理手続の対
象となる。

（48）電子認証及び電子商取引の寄託サービス（WITHDRAWAL�OF�THE�UNITED�

KINGDOM�AND�EU�RULES�IN�THE�FIELD�OF�ELECTRONIC�IDENTIFICATION�

AND�TRUST�SERVICES�FOR�ELECTRONIC�TRANSACTIONS）

（i）寄託サービス
　EU規則によれば、EU加盟国の寄託サービスの提供者は、当該 EU規則の定める
理由によっては、他の EU加盟国の領域において寄託サービスを提供することに関
し、制限されることはない。なお当該規則によれば、特別に認められた寄託サービ
ス（qualified trust services）は EUを拠点とする信頼性に関するサービスの提供者、
あるいは寄託サービスの承認に関する国際的な合意を有する第三国に設立された寄
託サービスの提供者によってのみ提供されることが出来る。
　英国の EU離脱以降、英国で設立された寄託サービスの提供者は、第三国の寄託
サービスの提供者となり、上記のような EU規則上の利益をえる寄託サービスの提
供者ではなくなる。また、英国の寄託サービスの提供者の提供する寄託サービスは、
特別に認められた寄託サービスとは認められない。
（ii）電子的認証サービス
　EU規則上ある EU加盟国で、公的機関がオンラインで提供するサービスにアク
セスする際に、当該加盟国の国内法あるいは行政実行等で、電子的な認証方式とそ
れによる承認を使用した電子的認証が求められる場合、一定の条件のもとで、他の
EU加盟国で発行された電子的な個人認証情報は、当該サービスに関する越境によ
る認証を可能にするために、当該加盟国において認められなければならない。
　英国の EU離脱以降、上記に関係する電子的個人認証に関する EU規則は適用さ
れないことになり、英国の EU離脱以前に英国によって通知されていた電子的認証
サービスは、他の EU加盟国によって EU規則に従ったものと認められない。
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（49）地理的ブロック（WITHDRAWAL�OF�THE�UNITED�KINGDOM�AND�EU�

LEGISLATION�IN�THE�FIELD�OF�GEO-BLOCKING）

（i）顧客関連
　EU規則によって EUでは、EU内において、顧客の国籍、居住地あるいは設立場
所に基づいて、地理的なブロックを含む、モノもしくはサービスの越境取引に関す
る差別を禁じており、特に以下を禁じている。
－ 販売者のWeb等の顧客向けのインターフェイスに対する顧客によるアクセスを、
差別的に禁止し、又は制限し、あるいは顧客の事前の了解なしに、異なるネット
上のインターフェイスに転向させること
－ 一定の状況下において、モノもしくはサービスを購入しようとする顧客に対し
て、差別的に、異なるアクセス条件を販売者が適用すること
－ 支払いについて差別的な条件を適用すること
　英国の EU離脱以降、英国に居住する自然人あるいは英国で設立された法人は、
この規定から生じる利益を享受できない。具体的には以下のとおりである。
－ 第一に、上記の自然人あるいは法人でEUにあるWebにアクセス使用とする者は、
販売者のオンラインインターフェイスへのアクセスに関する、上記の禁止から生
じる利益を享受しない。これはつまり、販売者が、当初顧客がアクセスすること
を望んでいたある特定のWebへのアクセスを禁止し、制限し、あるいは転向さ
せることが出来ることを意味する。
－ 第二に、上記の自然人あるいは法人は、関連する規則で規定するところの、物品
もしくはサービスの移送に関して同様の価格・条件を得ることを含む、いわゆる
ローカルの場合（つまりは、販売者の母国の顧客の場合）と同様の条件を EU内
で確保する「ローカルのようにショッピングする」という保障を享受することが
ない。具体的に例えば、オフラインとオンラインで販売され、EU域内で輸送さ
れあるいは受け取られる物品もしくはサービス、スポーツイベントのチケット、
あるいはホスティングサービスが、顧客が影響を受ける分野である。
－ 第三に、上記の自然人あるいは法人で英国からの支払い手段を利用している者に
ついては、電子的に支払いを行う場合、販売者が EUの顧客に対して提供するの
と異なる販売条件を課される、あるいは支払い方法が相違することから物品・
サービスを購入することが出来なくなることが生じる可能性がある。

（ii）販売者関連
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　EUの電子商取引に関する規則は、販売者が EUで設立されたかあるいは第三国
で設立されたかにかかわらず、EU域内で行為するすべての販売者に適用される。
このことから、英国の EU離脱以降も、英国で設立された産品もしくはサービスを
提供する販売者は、その活動について EUの規則の規制対象とされる。

（50）木材・木材製品（WITHDRAWAL�OF�THE�UNITED�KINGDOM�AND�EU�

RULES� IN� THE� FIELD�OF� FIGHT� AGAINST� ILLEGAL� LOGGING� AND�

ASSOCIATED�TRADE）

　EU規則によれば、木材あるいは木材製品を市場に出す者は、適切な注意を払う
（due diligence）義務を負う。英国の EU離脱以降、この義務は、当該木材がどこか
ら来るかにかかわらず、英国から木材等を輸入する者にも求められる。
　EU規則によれば、EU域内にモニタリングを行う組織を設立することが求めら
れる。英国の EU離脱以降、英国において設立された組織を当該モニタリングする
機関と認める認証は無効となり、その業務を行うことが出来なくなる。
　EU規則で定められている森林法の適用に係る免許手続によれば、当該免許に
よって、EUと一定の条約を締結している国から材木を輸入することが出来る。当
該免許制度は違法な材木の EUへの輸入を禁止するためのものである。英国の EU

離脱以降、この制度は英国には適用されない。

（51） ユ ー ラ ト ム（WITHDRAWAL�OF�THE�UNITED�KINGDOM�AND�THE�

EURATOM�ACQUIS）

（i）共通供給政策
　ユーラトム条約は、鉱物、原材料、あるいは特別な核分裂物質の供給は、供給に
対する平等なアクセスの原則に基づく共通政策に基づく方法によって保証される旨
規定している。この目的のためにユーラトム供給庁（Euratom Supply Agency）は、
鉱物、原材料、あるいは特別な核分裂物質の供給についての契約を締結する専属的
な権利を有している。このユーラトム供給庁に関する規則は、当該専属的な権利は、
当該供給庁が全ての関連する原材料についての関係者間の契約にユーラトム供給庁
が副署することで行使されるとしている。なお特別な事情においては、ユーラトム
供給庁の副署の前に、欧州委員会の同意が求められる場合がある。
　英国の EU離脱以降、英国は共通の供給に関する共通政策から外れる。このこと
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から、英国との関係において、原子力に係る原材料に関し、ユーラトム供給庁の副
署の効力はなくなる。また、英国の EU離脱以降、ユーラトム供給庁及び、必要に
応じて、欧州委員会は、英国に移送される原材料は、EUの供給確保に貢献するも
のではなく、また英国のセーフガードレジームへの署名、あるいは、要すれば、前
述の契約に関連する承認に貢献するものでもない旨考慮することが求められる。
（ii）輸出
　ユーラトム条約第59条は、EUにおいて製造された核材料を第三国に輸出するこ
とに関するユーラトム供給庁の副署のある契約を締結する場合には、欧州委員会の
承認が必要である旨規定する。当該承認は、当該核材料の受領者が、共同体の一般
的な利益を守るための条件を満たしていない、あるいは、問題の契約の条件がユー
ラトム条約に反する場合には、与えられない。
　英国の EU離脱以降、この条件は、EU27加盟国から英国への輸出についても適
用される。
（iii）第三者の同意とその他の特別手続
　ユーラトムは第三国と複数の原子力協力協定を締結している。現在これらの協定
の下で、核物質、設備、その他このような協定に含まれる製品を含むいわゆる原子
力物品は、特別の手続を経ることなく、また第三国による事前の同意なく、英国を
含む原子力関連物品の共通市場内で移転できることとされている。
　英国の EU離脱以降、英国は共通の原子力物品市場の一部でもなければ、原子力
協力協定の適用範囲でもない。従って、英国との間での原子力物品の輸出入につい
ては、特別の手続が必要とされ、関係する第三国の同意が必要となる。
（iv）基本安全指令
　英国の EU離脱以降、英国と EU間の放射性物質の輸出入については、放射性物
質の輸出入に関する EU指令が適用になる。英国の EU離脱以降、放射性物質の英
国からEUへの輸入あるいはEUから英国への輸出には、当該EU指令が適用される。
このことから次のことが生じる。
－ 当該 EU指令は、消費者物品の EUへの輸入を企図している企業に関する要件を
規定しており、また、輸出入が禁じられる物品についても規定している。さらに
第三国からの消費者物品の輸入は、管理対象とされており、当局への届出と許可
の対象としている。
－ 当該指令は、EC内である建材が上市されるために事前に満たされるべき条件に
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関し規定している。
－ 当該指令は、第三国から輸入される金属製品の放射能の含有を確認するシステム
を設定することを加盟国が推奨する義務を規定している。

（v）放射性廃棄物
　責任あるかつ安全な燃料及び放射性廃棄物の管理のための ECにおける枠組を設
定する EU指令は、廃棄を目的として EU加盟国が第三国に向けて放射性廃棄物を
船舶によって移送する際のルールを設定している。英国の EU離脱以降、これらの
ルールは、EU加盟国から英国への輸送に関して適用される。当該 EU指令は、次
のルールを規定している。
－第三国への輸送の際に、あらかじめ欧州委員会に通報する義務
－ （輸送しようとする）加盟国が、廃棄物処理に関して利用する施設について第三
国と合意している義務
－ 廃棄物処理に関して利用する施設が承認されており、かつ運用されていることが
求められる

（vi）その他
　英国の EU離脱以降、ユーラトム条約で保障される、物品等や、専門技術者、原
子力関連設備の建設に参加しようとする自然人あるいは法人の自由な移動は、英国
とその他の EU加盟国の間では適用されなくなる。

（52）船舶のリサイクル（WITHDRAWAL�OF�THE�UNITED�KINGDOM�AND�THE�

EU�SHIP�RECYCLING�REGULATION）

　EU規則によれば、EU加盟国を旗国とする船舶の保有者は、EUの船舶リサイク
ル施設リストに掲載されている施設でのみ船舶をリサイクルすることが出来ること
とされている。英国の EU離脱以降、船舶リサイクル施設リストのうち英国に所在
する施設の記載は、無効となる。結果として、EU加盟国を旗国とする船舶は、こ
れらの施設で、リサイクルすることは出来ない。ただしこのことは、欧州委員会が
当該リストに第三国を掲載することを妨げるものではない。

（53）車及びエンジン（WITHDRAWAL�OF�THE�UNITED�KINGDOM�AND�EU�

RULES� IN�THE�FIELD�OF�TYPE-APPROVAL�OF�CERTAIN�VEHICLES�AND�

ENGINES）
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（i）英国の EU離脱に伴って、農林関係の車に関する承認と市場調査に関する規則、
二輪車・三輪車・四輪車の承認と市場調査に関する規則、気体状のあるいは特定の
汚染物質に関する排気物の制限や、移動用でない内燃エンジンに関する EU規則は、
英国に適用されなくなる。
（ii）EU規則上、EU域外で設立された製造業事業者は、EU加盟国の製造型式承認
当局及び市場監視当局に対応するための代理人として、EUにおいて設立された者
を指名しなければならない。英国に設立された製造業事業者の代理人は、英国の
EU離脱以降、上記の規制の意味において、EU域内において設立された者と認め
られないので、製造業事業者は、その代理人を EU加盟国内で指名することが求め
られる。
（iii）EU規則上自動車は、製造業事業者によって当該自動車が、加盟国当局によっ
て発給される、EUの型式承認要件を満たしていることを宣言する証明書が添付さ
れている場合にのみ、上市することが出来、また登録及びサービスに用いることが
出来る。
　当該 EU規則において承認する当局（approval authority）は、EU加盟国によって
設立されあるいは指名され、欧州委員会に通報されている加盟国の当局で、全ての
意味において、自動車、システム、コンポーネント、分離されたユニットの承認あ
るいは、要すれば、その撤回もしくは承認の拒否を行うもので、また、他の加盟国
の同様の承認を行う当局のコンタクトポイントになるもので、さらに技術上のサー
ビスを指定し、あるいは製造業事業者が行う製造の適切性に関する義務を満たすこ
とを確保する権能を有するものをいう、と定義されている。
　また、路上で使用されない機械のためのエンジンあるいはそのようなエンジンが
つけられている路上で使用されない機械については、EUの型式承認を受けて初め
て上市することが出来る。
　この場合に型式承認に係る当局は、EU加盟国によって設立されあるいは指名さ
れ、欧州委員会に通報されている加盟国の当局で、（a）EUのエンジン等に関する
型式承認、（b）承認過程、（c）EUの型式承認の付与、及び、要すれば、その撤回
あるいは拒否、さらにその証明書の発給、（d）他の加盟国の当局とのコンタクトポ
イント、（e）技術上のサービスの指定、（f） 製造業事業者が行う製造の適切性に関
する義務を満たすことを確保する権能を有すること、に関する権限を有するものと
定義されている。
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　英国の EU離脱以降、上記の規律は英国に適用されなくなり、従って英国の当局
は、これらの規律の意味における当局でなくなる。このことから、英国の当局は、
上市の前提条件となる上記の承認を行う権限を持たないことになる。なお英国の当
局は、承認の更新あるいは更改を行う権限も有さない。

（54）eu ドメインの利用（WITHDRAWAL�OF�THE�UNITED�KINGDOM�AND�EU�

RULES�ON�.EU�DOMAIN�NAMES）

　英国の EU離脱以降、.euのドメイン名は英国に適用されないことになる。具体
的には、次のことが生じる。
（i）英国に所在している企業もしくは団体あるいは EUに所在しない自然人は、.eu

ドメイン名の登録者になることは出来ず、また現在 .euの登録者である英国に所在
している企業もしくは団体あるいは EUに所在しない自然人は、登録の更新が出来
ない。なお .euの登録を行っている者は、現在 .euの登録者である者を含む、英国
に所在している企業もしくは団体あるいは EUに所在しない自然人からの登録の申
請を受けることが出来ない。
（ii）英国の EU離脱以降、英国の EU離脱の効果として、.euのドメインネームの
保有者で、EU規則の定める一般的な保有者の適格要件に合致しない者に関し、.eu

の登録者は、自らの判断で、EU規則の定める非司法的手続等を通じることなく、
回収することが出来る。
（iii）EUの規則によれば、登録されているドメイン名は、加盟国法もしくは共同体
法によりその権利が認められるあるいは基礎づけられるドメイン名と同一もしくは
混同されるものであって、かつ、登録されているドメイン名が投機的または侵害的
なものである場合には、司法的もしくは非司法的な手続を通じて、撤回される。
　英国の EU離脱以降、英国法によって承認されあるいは基礎づけられ、その他の
EU27加盟国の法によっては承認されあるいは基礎づけられていない、権利は、EU

法の定める手続で主張することは出来ない。なお、加盟国あるいは EUにより基礎
づけられている権利については、工業所有権の保護に関するパリ条約及び TRIPS

協定による保護と同様、影響を受けない。
（iv）EU法によれば、ドメイン名の登録を行う者と登録を求める者の間では、EU

加盟国の法以外を適用法規と指定することは出来ず、また、特に EUの .euドメイ
ン登録者が選択しない限り、EU域外の紛争処理機関、仲裁裁判所あるいは裁判所
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を、紛争処理のための機関として指定することは出来ない。なお、ドメイン名の登
録等に関して英国法が適用法規と指定されている合意については、英国の EU離脱
までに変更することが推奨される。

（55）著作権（WITHDRAWAL�OF�THE�UNITED�KINGDOM�AND�EU�RULES�IN�

THE�FIELD�OF�COPYRIGHT）

　英国と EUは世界知的所有権機関（WIPO）著作権条約（WCT）、実演及びレコー
ドに関する世界知的所有権機関条約（WPPT）、知的所有権の貿易関連の側面に関
する協定（TRIPS）等の各種の国際条約の加盟国である。英国の EU離脱以降は、
以下の点に関わる内国民待遇及び最恵国待遇を含むこれらの国際条約が定める義務
が、英国と EU間に適用されることになる。
－著作権、著作権に関連する権利
－著作権、著作権に関連する権利を保護する条件
－一定の例外を除くデータベース
－コンピュータプログラム
－半導体の設計
－著作権の執行
　なお上述の国際条約は、EU域内で保障されている、あるいは例外とされている、
もしくは限定されている規制と同じ様式あるいはレベルの保護を与えるものではな
い。さらに、EU域内では、上述の国際条約において規律の対象とされていない、
単一市場内における権利者もしくはユーザーのための特別な法規範あるいは越境措
置が適用され、あるいは、権利の管理措置がとられている場合がある。
　英国の EU離脱によって、著作権あるいは著作権に関連する権利に関して具体的
には以下の効果が生じる可能性がある。
（i）放送者
　衛星放送及びケーブルによる放送に関する規律の調整についての EU指令は、衛
星を通じた公衆に対する通信行為は、放送信号が発せられる加盟国から行われると
規定し、著作権に係る行為の許諾についてローカライズをしている。従って、作品
等を放送するために放送者は、信号をそこから発出する EU加盟国の法律上の要件
のみに対応すれば良いことになる。英国の EU離脱以降、英国の放送者は、越境で
衛星放送を行う場合、この指令の定める規律の対象とならず、信号が受信される全
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ての EU加盟国の権利に対応しなければならない。同時に、EUの放送者もまた、
越境で衛星放送を行う場合、この指令の規律に従うことは出来ず、英国に衛星放送
を行う場合、英国の全ての関係する権利保持者の権利について許諾を取る等の対応
をしなければならない。
（ii）権利の集中的な管理
　域内市場における音楽著作物のオンラインでの利用に関する著作権等の集中的管
理についての指令は、一定の場合、複数領域に関係する許諾に関し、ある権利の集
中管理機関は、他の権利の集中管理機関の代理をしなければならない、としている。
英国の離脱以降、EUに所在する著作権等の集中管理機関は、複数領域に関係する
許諾について英国に所在する著作権等の集中管理機関を代理する義務を負わず、ま
た逆に英国に所在する著作権等の集中管理機関も、EUに所在する著作権等の集中
管理機関を代理する義務を負わない。
（iii）権利保持者不明の作品の扱い
　EUの文化的組織は、権利保持者が不明の著作物の一定の範囲の使用の許可に関
する EU指令に基づいて、権利保持者不明の作品に関する相互承認の制度から裨益
している。具体的に当該指令では、EU加盟国の一国において、ある作品が権利者
不明と認定された場合、当該作品をデジタル化し、オンライン上で利用することが
できることとしている。
　英国の EU離脱以降、当該指令で規定されている相互承認の制度は英国と EU間
では適用されない。従って英国の EU離脱までに英国あるいは EUにおいて権利者
不明の作品とされた作品は、それぞれ他方においては、それとして承認されない。
そしてこの結果として、英国もしくは EUで権利者不明の作品と認められている作
品を、EUもしくは英国でそれとして利用することは出来ないことになる。
（iv）視覚障害省等に関する作品へのアクセス
　視覚障害等の者のための、著作権等で保護されている作品等の利用の承認に関す
る指令は、これらの者やこれらの者のために活動することを認められている団体の
ための例外を設けることに関する義務について規定している。また当該指令は、そ
のような例外を認められた団体は、他の加盟国においても、そこで裨益する者ある
いはそのような団体のための例外的な扱いを受けることが出来、また、そのように
裨益する者もしくはそのような団体は、どの加盟国で設立されたそのような例外を
認められた団体からでも、アクセスできる形式の写しにアクセスすることが出来
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る、としている。
　英国の EU離脱以降、英国に所在する者は、当該指令に基づいて、EU域内のこ
のような団体を通じて、著作物の写しを入手することは出来ない。また、EUの同
様の団体やそのような利益を認められる個人も、英国の同様の団体を通じて著作物
の写しを入手することが出来ない。
　EUと、全盲者、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された
著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約を批准している第三国との
間に関しては、この点に関連する EU指令に規律されることになる。なおこの点に
関連して、現在のところ英国は上記のマラケシュ条約の締約国でないことに留意が
必要である。
（v） オンラインコンテンツサービスの越境移転可能性
　単一市場におけるオンラインコンテンツサービスの越境移転可能性に関する EU

指令は、一時的に EU加盟国に所在する加入者に対するオンラインコンテンツサー
ビスの提供、あるいは当該加入者による当該サービスへのアクセスもしくは利用
は、当該加入者の居住国において生じたものとしている。
　英国の EU離脱以降、英国に居住している者は、EUに旅行する際、デジタルコ
ンテンツの受信に関して、上記のような利益を受けない。また英国のオンラインコ
ンテンツを提供するプロバイダは、著作権の許諾に関する法的処理を含め、当該
サービスの提供先の EU加盟国の規律を遵守する必要がある。
（vi）独自のデータベースに関する権利
　データベースの法的保護に関する EU指令は、一定の条件の下で、EU加盟国の
データベースメーカーに保護を与えている。当該指令は、当該保護を受ける者を、
EU加盟国の国民、EUに居所を有する者、あるいは EU法もしくは EU加盟国法に
従って設立され、EU域内に登録された事務所、主要事務所あるいは主な事業実施
場所を有する法人に限定している。
　英国の EU離脱以降、英国民（EU域内に常居所を有さない限り）あるいは英国
法に基づいて設置された法人は、EU域内において上記のようなデータベースの保
護を継続して受けるあるいは得る地位にないことになる。なお EU加盟国の国民あ
るいはその法に従って設置された法人は、英国において、データベースの保護を受
けられないことになる。
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（56）越境レベルでの労働者の情報とコンサルテーション（WITHDRAWAL�OF�

THE�UNITED�KINGDOM�AND�EU�RULES� IN�THE�FIELD�OF� INFORMATION�

AND�CONSULTATION�OF�WORKERS�AT�TRANSNATIONAL�LEVEL）

　欧州従業員代表委員会（European Works Council）の設置並びに解散に関する EU

指令は、共同体レベルの（従業員）組織（Community- scale undertakings）について、
EU加盟国全体において少なくとも1000名の被用者が所属し、少なくとも 2か国の
異なる EU加盟国のそれぞれにおいて少なくとも150名の被用者が所属する団体、
と定義等している。
　英国の EU離脱以降、当該 EU指令の意味における共同体レベルの（従業員）組
織があるかを決定する際には、英国は EU加盟国とはされず、また、英国の従業員
は、EU加盟国に所在する従業員として数えられない。このことは、欧州従業員代
表委員会の設立に関する交渉を開始するための主要マネジメントにかかる責任、あ
るいは、異なる少なくとも二国以上の EU加盟国において、少なくとも100名の被
用者もしくはその代理人の書面によるリクエストを前提とする情報もしくは意見交
換の手続に影響を与える可能性がある。
　さらに英国の EU離脱は、ある組織がいわゆる「統括組織であるか」の認定にか
かる法の適用、主要マネジメントが EU加盟国に所在していない場合の主要マネジ
メントの責任の引き受けに関する規律、関連する EU指令で規定される特別交渉組
織（Special negotiating body）の EU加盟国ごとの構成員の割り振りにも影響を与え
る可能性がある。

（57）漁業及び水産物（WITHDRAWAL�OF�THE�UNITED�KINGDOM�AND�EU�

RULES�ON�FISHERIES�AND�AQUACULTURE）

（i）管理と執行
　国際法上、第三国の主権あるいは管轄権の下で漁業に従事しようという漁船は、
当該第三国から漁業を行うことに関する承認を得なければならない。加えて、また
第三国の海域で漁業を行う漁船は、関係する沿岸国の法令等に従わなければなら
ず、従って当該沿岸国の当局の管轄及び法令等の執行行為に従うことが求められ
る。旗国は、漁船の承認制度等を通じて、第三国の海域でその旗を掲げる船舶の行
為を、当該船舶が沿岸国の海域における海産資源の保護に反しないことや、海産資
源の保護に関する沿岸国のルールの遵守を確保するために、誠実にモニタリングす
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ることが求められている。
　このような状況を背景として、第三国当局によって与えられる EUの船舶による
第三国の海域への直接に認められるアクセスは、域外で活動する漁船の継続的なマ
ネジメントに関する EU規則で定められるところの承認手続の下におかれる。当該
手続によれば、当該規則の定める全ての基準と要件が満たされることを前提とし
て、EU加盟国は、それに属する船舶に関し、当該規則の定める手続に基づき、直
接承認をすることが出来る。当該手続においては、欧州委員会に事前の通知を行う
ことが求められ、また、仮に当該規則が定める要件が満たされていない場合には、
加盟国による承認に対して欧州委員会が異議を申し立てる可能性を認めることが求
められている。
　英国の EU離脱以降、これらのルールが、英国の海域で漁業に従事する EUの漁
船に適用される。
　第三国の船舶による EU海域へのアクセスに関しては、同様の EU規則によるこ
とになる。すなわち、第三国の漁船は、EUの海域において、欧州委員会の許可を
受け、またその他の同規則の定める要件を満たす場合に、漁業に従事することが出
来る。
　英国の EU離脱以降、これらのルールが、EUの海域で漁業に従事する英国の漁
船に適用される。
（ii）水産物の水揚げと最初の販売
　EU加盟国を旗国とする船舶の、港におけるサービスの利用や第一段階の販売の
ための搬入を含む、第三国の港へのアクセスや、漁獲物の第三国の港への水揚げは、
当該第三国のルールによる。英国の EU離脱以降、英国の港に寄港する EU加盟国
船籍の船舶は、英国において適用されるルールの適用を受けることになる。
　EU規則に定められる要件を満たさない限り、第三国を旗国とする船舶は、EU

加盟国の港におけるサービスの利用や第一段階の販売のための搬入、並びに荷揚げ
や積み替えを含む港へのアクセスを禁じられる。英国の EU離脱以降、これらの
ルールが、EU加盟国の港に寄港しようとする英国籍の船舶に適用される。
（iii）漁獲物及び水産物の輸入と輸出
　EU規則によれば、第三国を旗国とする漁船による漁獲製品の EUへの輸出のた
めには、欧州委員会は、旗国から、あらかじめ通知を受けていなければならない。
英国の EU離脱以降、このルールは英国にも適用される。
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　漁獲証明（catch certificate）があるときのみ漁獲製品は EUに輸入できる。英国
の発給する漁獲証明は、適用される法令を遵守し、国際的な（漁獲資源の）保護及
び管理に関わる措置に従ったものであることを証明しなければならない。当該漁獲
証明は、英国の権限ある当局によって発行された有効なものでなければならず、ま
た積み替え、通過（寄港）あるいは第三国における加工による間接的な輸入におけ
る証明手続で求められる場合には、その他の文書が添付されなければならない。
　EU船籍の漁船による英国への漁獲製品の輸出については、英国が EUに対して、
そのような措置を適用、管理及び執行する旨を欧州委員会に通知し、当局が証明を
発給する権限が認められた場合には、漁獲証明が求められることになる。
（iv）消費者情報、ラベリング、上市条件
　EUの市場に上市される漁獲物及び水産物は、EU規則で規定される条件を満た
すことが求められ、当該条件には、具体的な消費者向けの情報に関する要件や、漁
獲物及び水産物に関する、上市するための基準に関する規定が含まれる。なお当該
基準には、食用に供すための最低限のサイズ以下の貝類に関する基準も含まれる。
　以上の漁獲物及び水産物に関する基準の他、食品に関する EU法が適用され、こ
の食品に関する基準は、生産された場所にかかわらず、EUの市場に上市される食
品に適用される。なおオーガニック海産物に関して英国政府当局から発行された証
明書は、英国の EU離脱以降、他の EU加盟国においては有効ではない。
（v）専門職業団体
　EUの規則に基づいて設立された漁獲物及び水産物に関する生産者団体等は、EU

域内で、各加盟国に認められた場合には、EU法によって規定された業務を実施す
る。英国の EU離脱以降、EUの規則に基づいて英国で設立された漁獲物及び水産
物に関する生産者団体等は、EU法上の専門職業団体とは認められない。

（58）イニシアティブ（WITHDRAWAL�OF�THE�UNITED�KINGDOM�AND�EU�

RULES�IN�THE�FIELD�OF�THE�EUROPEAN�CITIZENS'�INITIATIVE）

　英国の EU離脱以降、EU条約第11条第 4項等の定める EU市民によるイニシア
ティブは、英国に適用されない。これは具体的には、英国の EU離脱以降、英国市
民は、イニシアティブの主催者（organizer）になれないことや、英国のフォームで
提出された支持の意見は有効ではないこと、を意味する。なお英国の EU離脱以降、
英国政府によって認証されたオンラインの署名収集システムは利用できない。
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（59） 航 空 安 全（WITHDRAWAL�OF�THE�UNITED�KINGDOM�AND�EU�

AVIATION�SAFETY�RULES）

（i）欧州航空安全局（European Aviation Safety Agency）から英国に所在する者に対
して発行された証明書
　EU規則において欧州航空安全局は、EU加盟国に代わって、製品の型式証明、
部品・用具等の証明、並びに設計組織の証明に関する機能と業務を果たすこととさ
れている。欧州航空安全局によって、英国に所在する個人あるいは機関に対して発
行される証明は、英国の EU離脱以降、EU域内では有効でない。従って、これら
の製品及び部品・用具は、EU規則に定められる意味での証明されたものとは考え
られない。
（ii）英国の当局が発行した証明
　英国の EU離脱前に英国の関連当局から、EUの関連規則等に従って発行された
証明は、英国の EU離脱以降有効でない。これは特に以下の点に関係する。
－ EU規則に従って発行される、耐空性の証明、限定的な耐空性の証明、飛行許可、
製品、部品、用具の修理に責任を有する組織の承認、製品、部品、用具の製造に
責任を有する組織の承認、修理に関するトレーニングを行う組織の承認、修理後
の製品、部品、用具の使用開始に責任を負う者に関する証明
－ EU規則に従って発行される、パイロットライセンス、パイロット身体検査（健
康診断）証明、パイロットのトレーニング組織に係る証明、航空医療センタの証
明、フライトシミュレーション機器に関する証明、フライトトレーニング、フラ
イトシミュレーショントレーニングあるいはパイロットの技能の評価を行う者に
関する証明、航空医療検査に関する証明
－ EU規則に従って発行される、航空オペレータに関する証明及びキャビンクルー
の宣誓
－ EU規則に従って発行される、飛行場に関する証明、ATM/ANSの提供者に関す
る証明、航空管制官に関するライセンス及び健康診断証明、航空管制官の訓練を
行う組織に関する証明、航空管制官に関する航空メディカルセンタ及び航空メ
ディカル検査のための証明、航空管制官の実務的トレーニング及び技量評価を行
う者に関する証明

（iii）英国政府当局によって証明された法人及び自然人が発行した証明
　EU規則等に基づいて、英国の規制当局の証明を受けた法人あるいは個人が英国
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の EU離脱前に発出した、EU規則等を満たしている旨の証明書は、関連する EU

の耐空証明要件を満たすもので、英国の EU離脱前に EU加盟国によって有効な耐
空証明が発行された航空機につけられた、部品あるいは用具に関わる証明を除いて
は、有効でない。
（iv） 英国の航空オペレータ
　英国の EU離脱以降、英国の航空オペレータは、EU法に基づく安全規制上、第
三国の航空オペレータと解される。このことから英国の航空オペレータは、欧州航
空安全局の安全承認が求められる。
（v）英国で登録された航空機
　英国の EU離脱以降、英国で登録された航空機は、第三国で登録された航空機と
解され、EU法上の第三国で登録された航空機に関する要件を満たすことが求めら
れる。なおこれは英国で登録されたウェットリースの航空機についても適用され
る。

（60）エネルギー市場（WITHDRAWAL�OF�THE�UNITED�KINGDOM�AND�THE�

INTERNAL�ENERGY�MARKET）

（i）電送システム事業者（Transmission system operator）間の課金
　EU規則等においては、送電業者間の支払い及びネットワークへのアクセスのた
めの料金に関する原則が規定されている。またこの原則に基づいて欧州委員会の定
める規則は、EUの送電事業者の報酬について規定しており、この報酬が、接続シ
ステムの利用に関する明示的な料金に代わるものとされている。
　第三国の電気の輸入もしくは輸出について欧州委員会規則は、送電システムの利
用に関する料金は、EU法を適用する旨の合意をしていない全ての第三国からの予
定された電気の輸入及び輸出について支払われるべきとされている。英国の EU離
脱以降この規定は、英国からの電気の輸入及び輸出に適用される。
（ii）相互接続
　EUのガス及び電気の市場に関する法制度は、接続許容量の配分に関するルール
を定め、さらにその適用のメカニズムについて規定している。この規定は特に以下
の点を規定している。
－ 欧州委員会規則は、送電システムオペレータの事前相互接続許容量の配分に関す
る単一のプラットフォームについて規定し、それによって EU域内全域における
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長期の送電許容量の事前の設定のための市場参加者による連絡のための場所を設
置している。
－ 欧州委員会規則は、標準的な平衡のとれた製品の交換のための欧州の平衡のプ
ラットフォームを設置している。単一のコンタクトポイントとしての欧州の平衡
のプラットフォームにより、EUの送電事業者は、国境を越えて短期間にエネル
ギーのバランスを取ることが出来る。
－ 欧州委員会規則は、EUの電気市場において 1日後と当日の電気のカップリング
を可能としている。これによって市場への参加者は、EU域内においてばらばら
の電力を整え、送電できるようにする。 1日後と当日の電気のカップリングは、
EU域内の電気市場の統合のための中心的なツールである。EU規則は、電気市
場におけるカップリングに関わる、選択された電気市場オペレータ（nominated 

electricity market operator）の指定について規定している。この電気市場オペレー
タの業務は、市場参加者からの発注の受付、1日後と当日の電気のカップリング
による発注のマッチングと配分、料金の公示、並びに市場参加者間の合意等に基
づく契約の妥結と履行の確保である。電気市場オペレータは、その指定された加
盟国以外でも活動することが出来る。
　英国の EU離脱以降、英国に拠点を有するオペレータは、事前の相互接続能力の
ための単一配分プラットフォーム、欧州バランスプラットフォーム並びに 1日後と
当日の電気のカップリングに参加できなくなる。また英国に所在する選択された電
気市場オペレータは、EU内においてカップリングを行う権能を持たないことにな
る。
（iii）電気とガスの取引
　EU規則は、EUの電気とガスの元売り市場における市場の阻害（market abuse）
を禁じている。市場の阻害を効果的に訴追するために、当該規則は、EUに所在す
る市場参加者がそれぞれの国のエネルギー規制当局に登録することを求めている。
第三国からの市場参加者は、その活動する EU加盟国のエネルギー規制当局におい
て登録することが求められている。
　英国の EU離脱以降、英国に所在する市場参加者は、第三国からの市場参加者と
なる。その結果、英国に所在する市場参加者で、英国の EU離脱以降も EUの元売
り市場に関与することを望む者は、英国以外の、その活動する EU加盟国のエネル
ギー規制当局で登録する必要がある。
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　なお英国からの市場参加者の登録を受け付ける EU加盟国の規制当局は、EU規
則の定める内容を効果的に適用することが求められる。
（iv） 送電システムオペレータへの投資
　EU指令は、第三国の個人等によってコントロールされる送電システムオペレー
タに認証を与えることについて定め、またその際には特別のルールに従うことを求
めている。さらに指令は、EU加盟国及び欧州委員会に対して、第三国の個人等に
よってコントロールされる送電システムオペレータに当該認証を与えることによっ
て、EU加盟国及び EUにおけるエネルギー供給の安全性を危険にさらす可能性が
あるかを評価することを求めている。
　英国の EU離脱により英国の投資家によってコントロールされている送電システ
ムオペレータは、第三国の送電システムオペレータとなる。これらの送電システム
オペレータのうち EUにおいて事業を継続することを望む者は、上記の認証を得る
ことが求められる。なお EU加盟国は、当該認証を与えることが EU加盟国におけ
るエネルギー供給の安全性に危険を生じさせると考える際には、当該認証を与えな
いことが出来る。
（v） ハイドロカーボンの探鉱、探索及び生産の認可の付与と利用のための条件
　EU指令は、ハイドロカーボンの探鉱、探索及び生産の認可に関するルールを定
めており、当該指令の定める手続は、全ての企業が申請することが出来、その認可
は客観的で公開される基準に従ってなされる。ただし EU加盟国は、国家の安全保
障を理由として、第三国のアクセスやこれらの行為を認めないことが出来る。
　この点に関し英国の EU離脱以降は、上記の規制が、英国あるいは英国人によっ
て実効的に支配される企業に適用される。

（61）欧州企業年金基金（WITHDRAWAL�OF�THE�UNITED�KINGDOM�AND�EU�

RULES�IN�THE�FIELD�OF�INSTITUTIONS�FOR�OCCUPATIONAL�RETIREMENT�

PROVISION）

（i）英国の EU離脱以降、欧州企業年金基金（Institutions for Occupational Retirement 

Provision）に関する EU指令等は英国に適用されなくなる。このことから、英国で
登録され承認されている企業年金基金は、当該指令の下で登録・承認されているこ
とから生じる、EU域内でサービスを提供するという利益を得られなくなり、第三
国の機関と見なされることになる。これによって英国の EU離脱以降、これらの欧
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州企業年金基金は、EU27加盟国の年金スキームに関する社会保障法あるいは労働
法によって、そのスポンサーである企業との関係が規律される加入者あるいは受益
者のための、欧州企業年金基金としての現状の登録・承認に基づいては、業務を行
うことは認められない。（この場合）その資産は英国にあることになり、加入者あ
るいは受益者は、英国法に基づいて、その資産へのアクセスを確保することになる。
（ii）英国の EU離脱以降、英国で登録・承認された欧州企業年金基金は、EU27加
盟国及びその受益者との関係では、EU加盟国において第三国で登録・承認された
欧州企業年金基金に適用されるルールを遵守することが求められる。なお当該ルー
ルには、該当する EU加盟国において適用されるルールに従って、登録し、承認を
得ることが求められる場合があることも含まれる。なおこの場合の登録・承認は、
EU全域での活動を認めるものではなく、その登録・承認が行われた国においての
み活動が認められるものである。
（iii）英国の EU離脱前に、英国で登録・承認された欧州企業年金基金で、各 EU27
加盟国横断で活動しているものは、各国の関係当局との間で、EU27加盟国で引き
続き活動するか、またどのような条件で活動を継続することが各加盟国の国内法上
認められるかに関し、協議することが求められる。その協議の結果を踏まえ、それ
らの企業年金基金は次の対応を取ることが求められる。
－ EU27加盟国域内を横断してその業務を継続することが出来ない場合、英国の欧
州企業年金基金は、EU27加盟国で登録・承認されている欧州企業年金基金にそ
の資金を移転することを決定することが求められる可能性がある。なおそのよう
な移転が行われない場合、英国の欧州企業年金基金は、EU27加盟国の加入者も
しくは受益者のために、その年金スキームを運営できなくなる。
－ 仮に EU加盟国が越境取引の継続を EU加盟国の国内法において認めた場合、そ
の際に課される国内法上の要件を遵守するか、資金を移転するかを選択すること
が求められる。

（iv）英国で登録・承認された欧州企業年金基金に掛け金を支払っている、EU加盟
国で設立されたスポンサー企業は、その設立の準拠している国内法に従って、関連
するスキームをどのような条件の下で継続するかについて評価することが求められ
る。なお、英国の EU離脱以降、このようなスキームは、関連する EU指令に基づ
く利益を得られない。仮に関連する EU加盟国が越境による活動の継続を英国で登
録・承認された欧州企業年金基金に認めない場合、当該スポンサー企業は、当該欧
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州企業年金基金が業態を変更するか、あるいは代わりの欧州企業年金基金を見つけ
る必要がある。なお、EU27加盟国の社会保障及び労働法でその関係が規律される、
EU27加盟国で登録・承認された欧州企業年金基金にその加盟者あるいは受益者の
ために掛け金を支払っている、英国で設立されたスポンサー企業については、その
関係を継続することが出来、EUの関連する指令が適用されることになる。
（v）EU27加盟国の欧州企業年金基金とそのスポンサー企業との関係が、英国の社
会保障法及び労働法の管轄下にある加盟者あるいは受益者については、当該欧州企
業年金基金が EU27加盟国の下で登録・承認されていたとしても、EU指令の利益
を享受することは出来ない。なお、EU27加盟国の年金基金が何れの規制フレーム
ワークの管轄下でそのサービスを、第三国にある加盟者あるいは受益者に提供する
ことが出来るかは、当該年金基金に適用される各国のルールに基づいて考えられな
ければならない。
（vi）EUにおける登録・承認の喪失は、英国で登録・承認された欧州企業年金基金
が、英国の EU離脱前に締結された契約に基づいて、一定の義務・行為を履行し、
あるいは、サービスを継続することにも影響を与える。欧州企業年金基金、欧州企
業年金基金のスポンサー企業、及び関係する利害関係者は、英国の EU離脱が、そ
の活動及び契約に与える影響を評価し、また、関係する各国の監督当局や欧州保険
及び労働年金庁（European Insurance and Occupational Pensions Authority: EIOPA）と
協力して、コンプライアンスに関するリスクを特定し緩和する措置を執ることが求
められる。
（vii）関連する EU指令によれば、欧州企業年金基金の加入者あるいは受益者は、
合理的な期間内に、年金スキームの変更に関連する情報を受け取らなければならな
い。この情報には、英国の EU離脱が関係する欧州企業年金基金のサービスに関わ
る権利あるいは利益の提供に対する影響に関する情報を含む。

（62）医薬品及び植物保護関連製品にかかる追加的な特許保護（WITHDRAWAL�

OF�THE�UNITED�KINGDOM�AND�EU� LEGISLATION� IN�THE�FIELD�OF�

SUPPLEMENTARY� PROTECTION� CERTIFICATES� FOR�MEDICINAL�

PRODUCTS�AND�PLANT�PROTECTION�PRODUCTS）

　英国の EU離脱以降、医薬品や植物保護に関する製品にかかる追加的な特許の保
護の証明についての EU規則は英国に適用されなくなり、その結果として以下が生
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じる可能性がある。
（i）EU規則で定められる保護期間の延長に関し、英国当局によって、英国の EU

離脱以降に、上市が認められた製品については、EU規則の定める意味において、
当該上市の認容が最初の上市の時期とは認められない。
　もっとも、当該認容が英国の EU離脱前に行われた場合には、EU規則の規定の
意味において最初に上市されたものと認める。
（ii）英国の EU離脱以降、医薬品の特許期間の延長に係る EU規則は英国には適用
されない。

（63）通関における知的財産権（WITHDRAWAL�OF�THE�UNITED�KINGDOM�

AND� EU� RULES� IN� THE� FIELD� OF� CUSTOMS� ENFORCEMENT�OF�

INTELLECTUAL�PROPERTY�RIGHTS）

　英国の EU離脱以降、税関における知的財産権に係る EUのルールは英国に適用
されなくなる。この結果として具体的には、以下の点が生じる可能性がある。
－ EU法上個人は、EU加盟国の一もしくは複数の税関に対して、知的財産権の侵
害が疑われる製品に関して措置を執ることを求める EUの申請書を、加盟国の税
関に提出することが出来る。英国の EU離脱以降、EUの申請書は英国の税関に
は提出できない。なお英国の EU離脱以降も、英国を含んで提出された EUの申
請書は、英国以外の EU加盟国との関係では有効である。

－ 英国の EU離脱以降、EU法に基づいて EU加盟国としての英国の税関が受け付
けた EUの申請書は無効となる。なお英国の EU離脱以降も、英国以外の EU加
盟国に、英国を含んで提出された、EUの申請書は、英国以外の EU加盟国との
関係では有効である。

（64）特恵原産地規則（WITHDRAWAL�OF�THE�UNITED�KINGDOM�AND�EU�

RULES� IN � THE� F IELD� OF� CUSTOMS� AND� EXTERNAL� TRADE�

PREFERENTIAL�ORIGIN�OF�GOODS）

　英国の EU離脱以降、第三国との間で存在する、共通通商・関税政策の範疇にあ
る、EUの特恵貿易枠組み（preferential trade arrangement）は、英国に適用されない。
EUから輸出された産品は、EUの特恵原産地規則を満たす場合、すなわち、EUの
完全生産品あるいは EUの品目別原産地規則を満たす場合には、EUの FTAパート
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ナーにおいて特恵税率を持って受けいれられる。また、第三国から EUに輸入され
る産品については、（当該第三国に適用される） 特恵原産地規則を満たす場合、EU

において特恵税率が適用される。
　特恵原産地規則は、特恵貿易枠組みごとに異なり、また EUは特恵貿易枠組みと
の関係では、単一の地域と観念され、加盟国ごとの相違は観念されず、EUの特恵
原産地規則との関係では英国産品も EU産品と観念されている。なお、原産性は、
政府等の機関による第三者証明、あるいは輸入者が証明する自己証明で証明され
る。
　英国は、EU離脱以降、EUとの関係で第三国となり、EUと第三国との間の特恵
貿易枠組みは適用されなくなる。また特恵原産地規則の適用において英国産品は第
三国産品とされる。このことから、英国の EU離脱以前、英国産品を考慮に入れた
結果、EUと第三国との特恵貿易枠組みに基づき第三国において特恵税率が適用さ
れていた産品について、特恵税率が適用されなくなる可能性がある。なおこれに関
連して、第三国からの原産性の検認の依頼において EU加盟国は、英国産品を第三
国産品とすることになる。また EUに、EUと特恵貿易枠組みのある第三国から輸
入される産品に英国産品が使われている場合において累積を考える際、英国産品は
第三国産品と観念される。
　以上から、輸出者あるいは製造者等は、英国の EU離脱以降に関し、英国産品を
第三国産品として扱い、 EUと第三国との間の特恵貿易枠組みとの関係で、英国製
品を除いても EU産品として、特恵税率の適用を受けられるように、EUの原産性
を証明するための方策をとるべきである。また EUに産品を輸入する者は、英国の
EU離脱を考慮に入れて、EUにおける特恵税率の適用を確保するための方策をと
るべきである。

（65）専門職資格の承認（WITHDRAWAL�OF�THE�UNITED�KINGDOM�AND�EU�

RULES� IN� THE� FIELD� OF� REGULATED� PROFESSIONS� AND� THE�

RECOGNITION�OF�PROFESSIONAL�QUALIFICATIONS）

　自らがその資格を取得した EU加盟国と異なる EU加盟国において、国の規制下
にある専門職資格を得ようとするあるいは取得を追求する専門職資格を有する者
は、EU指令の下で、当該異なる EU加盟国において自らの資格の承認を得、その
国でその職に従事することが出来る。当該指令は、一のあるいは複数の EU加盟国
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において専門職資格を有する EU市民を対象としている。またさらに、当該指令は、
一定の条件の下で、第三国で取得した資格を有する EU市民についても適用対象と
している。他方で、どこで取得されたものであっても、第三国の国民が有する資格
の承認には適用されない。
　また当該指令は、ある EU加盟国に所在する専門職資格者が、一時的あるいは臨
時に、他の EU加盟国に移動して、規制下にある専門的サービスを提供することに
関わる制度についても規定している。そのようなサービスの提供については、受入
れ側の EU加盟国で求められる場合には、事前の宣言が求められる。また一定の専
門職資格については、サービスを受ける者の健康や安全に対する深刻な損害を避け
るために必要とされる場合、事前の資格の審査が求められている。
　なお上記で紹介したほかに、法令上の公認監査人や恒常的な専門的法曹資格者に
関わる EU指令もあるが、それはこの注意喚起では扱わない。
（i）英国の EU離脱以前に承認された専門職資格の扱い
　英国の EU離脱以前に承認された専門職資格には、英国の EU離脱は影響しない。
（ii）英国の EU離脱以降の専門職資格の承認
　英国の EU離脱以降、英国国民は第三国国民となり、上記の EU指令は適用され
ない。その結果、次の扱いとなる。
－ EU27加盟国における英国国民の有する専門職資格の承認は、当該資格が英国で
取得された資格であるか、第三国で取得されたものか、あるいは EU加盟国で取
得されたものかにかかわらず、各 EU加盟国の政策と規律の所轄されることにな
る。
－ EU27加盟国における英国国民による一時的なあるいは臨時の専門的サービスの
提供については、EU27加盟国で法的に認められていたとしても、当該加盟国の
政策と規律の定めるところによることになる。

（iii）英国の EU離脱以降、EU27加盟国の市民によって、英国で取得された資格は、
EU法との関係では、第三国の資格となり、当該資格は上述の EU指令の承認手続
の対象とならない。当該資格の承認は、各 EU27加盟国の政策と規律の定めるとこ
ろによることになる。
　英国の専門職資格を英国の EU離脱前に取得した EU27加盟国市民は、英国の EU

離脱前に、当該資格に関して、EU27加盟国において承認を得るべきか関係する加
盟国当局に紹介すべきである。
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（66）航空及び海運に係る安全（WITHDRAWAL�OF�THE�UNITED�KINGDOM�

AND�EU�RULES� IN�THE�FIELD�OF�AVIATION�SECURITY�AND�MARITIME�

SECURITY）

（i）航空安全
　EUの規則は、航空の安全に係る共通のルール及び基本的な基準と、EU共通の
ルール及び基準の適用を監視するための手続について規定しており、また欧州委員
会の規則は、共通の基本的な安全基準の適用に関する、さらに詳しい措置について
規定している。
　英国の EU離脱以降、乗客、荷物、（特に連接するフライトによる移送を含む）
第三国から到着する貨物、及び EUの航空の安全に係る共通のルール及び基本的な
基準は、英国から到着する乗客、荷物、貨物に適用される。具体的にこれは、英国
の EU離脱以降特に以下のことを意味する。
－ 航空機の探索：英国の主要地域から到着した航空機は、乗客の降機以降、あるい
は積み荷を降ろした後の任意の時宜に、航空機の安全に係る探索の対象となる。
－ 留置荷物の扱い：英国から到着したフライトに積載されていた荷物は、連接する
フライトに移送される際に安全上の検査の対象となる。
－ 乗客及びそれらの者の手荷物：英国からのフライトの乗客は、乗り継ぎ便に乗る
際に、再度安全検査の対象とされる。
－ 貨物及び郵便（特定航空貨物利用運送事業者（Regulated Agents）及び特定荷主
（Known Consignors）の認可）：EUを拠点とする、EU加盟国によって認可された
特定航空貨物利用運送事業者及び特定荷主は、全ての EU加盟国で承認されなけ
ればならないとされているが、英国政府当局による認可は、英国の EU離脱以降
認められず、EUによって安全性が確認されたサプライチェーンの一部を形成し
ないことになる。
－ 貨物及び郵便（航空会社の指定）：EU、英国あるいは第三国のいずれで設立され
たかにかかわらず、航空貨物あるいは航空郵便を英国から EUに運送する航空会
社は、EU27加盟国の適切な当局によって「第三国空港発 EU向け航空貨物及び
郵便運送従事者（Air Cargo or Mail Carrier operating into the European Union from a 

Third Country Airport（ACC3））」として指定され、一定の安全上の措置の適用を
確保しなければならない。ACC3の指定は、事業者による安全プログラムの評価
と一定の場所（出発空港あるいは倉庫）における安全対策の実地審査からなる
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EU航空安全評価（EU aviation security validation）の手続に基づいて行われる。
－ 貨物及び郵便（ACC3航空会社のサプライチェーンの一部を構成する会社もしく
は事業者の指定）：ACC3航空会社のサプライチェーンの一部を構成する会社も
しくは事業者は、EU27加盟国の然るべき当局によって「第三国特定荷主（Third 

Country Known Consignors（KC3））」あるいは「第三国特定航空貨物利用運送事
業者（Third Country Regulated Agent（RA3））」に指定されなければならない。
RA3あるは KC3の指定は、事業者による安全プログラムの評価と一定の場所（出
発空港あるいは倉庫）における安全対策の実地審査からなる EU航空安全評価
（EU aviation security validation）の手続に基づいて行われる。
－ 貨物及び郵便（ACC3/KC3/RA3指定の承認）：EU加盟国の適切な当局による

ACC3/KC3/RA3の指定は全ての EU加盟国によって承認されなければならない。
英国の適切な当局による指定の全ての EU加盟国による承認は、英国の EU離脱
以降廃止になる。その結果、英国当局によって指定されていた第三国の全ての航
空会社及び運送会社は、英国の EU離脱以降、EU27加盟国の適切な当局によっ
て与えられる ACC3/KC3/RA3の認証を有することが求められる。
－ 特定提供者（Regulated suppliers）：（空港における提供者あるいは航空機内の提供
者を含む）特定提供者は、適切な当局から認可を受けなければならない。また
EU加盟国による特定提供者の認可は、全ての EU加盟国によって承認されなけ
ればならない。英国の適切な当局による認可の全ての EU加盟国による承認は、
英国の EU離脱以降廃止になる。その結果、英国当局によって指定されていた特
定提供者は、英国の EU離脱以降、EU27加盟国の適切な当局によって与えられ
る認可を有することが求められる。

（ii）海運の安全
　海運の安全について規定する EU規則は、次のことを規定しており、その関係で
以下のことが生じる可能性がある。
－ EU規則上、EU加盟国の開運の安全を所轄する当局は、港湾に入港する意図を
示している船舶に対し、安全に関わる情報の提供を求めることになっている。他
方で当該 EU規則は、国際的な定期運航に係る加盟国間の海運に関し、当該安全
情報の提供を相互に免除することを求めることが出来る旨を規定している。英国
の EU離脱以降、英国に関しては、免除の可能性がなくなり、例えば英国と EU

加盟国間のフェリーの運航等の、全ての定期運航のサービスに従事する船舶は、
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安全情報の提供の義務の対象となる。
－ EU指令上、安全性検査を実施するもしくは秘匿情報を扱う被用者（承認を受け
た安全性について扱う機関を含む）については、当該被用者が国民であるところ
の EU加盟国による安全に関わる審査を受けることが求められる。英国の EU離
脱以降、英国の安全に関わる審査を受けた英国民被用者は、当該指令が規定する
安全性検査等を行うことが出来ない。

（67）公共調達に係る安全保障（WITHDRAWAL�OF�THE�UNITED�KINGDOM�

AND�EU�RULES�IN�THE�FIELD�OF�INDUSTRIAL�SECURITY）

（i）装備に係るセキュリティクリアランス（Facility Security Clearance（FSC））
　調達手続において一定の機密区分に当たる情報の提供が求められる公共調達もし
くは助成の付与の手続においては、装備に係るセキュリティクリアランスが求めら
れる。また、契約当事者あるいは助成の当事者となる当局は、契約者、従属契約者、
あるいは受益者が登録されている、加盟国の国家安全局（National Security Authority

（NSA））、特定安全局（Designated Security Authority（DSA））あるいはその他の権
限ある保安当局による、装備に係るセキュリティクリアランスに関する通知の発出
の確認を得るまでは、機密区分に当たる契約あるいは助成に係る合意をしてはなら
ない。
　英国の EU離脱以降、英国の NSA、DSA等が発出する装備に係るセキュリティ
クリアランスは有効でなくなる。またすでに署名された特定の機密区分に係る契約
あるいは助成の合意の条件によっては、英国の EU離脱以降、以下に述べるような
装備に係るセキュリティクリアランスを有する事業者への当該契約の指定、あるい
は、契約がコンソーシアムに与えられている場合には、当該コンソーシアムへの参
加者に関し以下に述べるような装備に係るセキュリティクリアランスを有する事業
者により構成されるように再調整する等の、契約者あるいは受益者による適切な補
正措置がとられない限り、契約等の終了の原因が構成される可能性がある。
－EU27加盟国が発出する装備に係るセキュリティクリアランス
－ 工業品に係るセキュリティの観点を含む秘匿情報に関する合意が締結されてお
り、当該国の領域において登録されている企業に対し出される装備に係るセキュ
リティクリアランスの承認について合意している第三国の発出する、装備に係る
セキュリティクリアランス
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　なお英国の EU離脱の日において、装備に係るセキュリティクリアランス手続が
行われている場合で、入札者あるいは応募者がセキュリティに係る条件を満たせな
い場合には、応札あるいは応募が認められない。
（ii）被用者に係るセキュリティクリアランス（Personnel Security Clearance（PSC） ）
　EU法上、一定の機密区分に係る契約あるいは助成の合意には、契約、従属契約、
あるいは受益に関する合意の実施のために、EUの一定の機密区分に係る情報への
アクセスが求められる契約者、従属契約者あるいは受益者の関係者に関し、そこに
契約者、従属契約者あるいは受益者が登録されている、加盟国の NSA,DSAあるい
はその他の権限ある機関による、関連するレベルのセキュリティの審査を通過する
ことを求める規定がおかれることが求められている。また EU法上、公共調達ある
いは助成の付与手続において EUの一定の機密区分の情報の提供が求められる場
合、被用者に係るセキュリティ確認が求められる。
　英国の EU離脱以降、英国の NSA,DSAもしくはその他の権限あるセキュリティ
を所管する機関によって発出された被用者に係るセキュリティクリアランスは有効
でなくなる。またすでに署名された特定の機密区分に係る契約あるいは助成の合意
の条件によっては、英国の EU離脱以降、以下に述べるような被用者に係るセキュ
リティクリアランスを関係するスタッフが通過していることを確保する等の、契約
者あるいは受益者による適切な補正措置がとられない限り、契約等の終了の原因が
構成される可能性がある。
－EU27加盟国が発出する被用者に係るセキュリティクリアランス
－ 工業品に係るセキュリティの観点を含む秘匿情報に関する合意が締結されてお
り、当該国の領域において登録されている企業に対し出される被用者に係るセ
キュリティクリアランスの承認について合意している第三国の発出する、被用者
に係るセキュリティクリアランス
　なお英国の EU離脱の日において、被用者に係るセキュリティクリアランスの手
続が行われている場合で、入札者あるいは応募者がセキュリティに係る条件を満た
せない場合には、応札あるいは応募が認められない。
（iii）付随契約
　EU法上、（公共調達の）契約者あるいは（助成の）受益者は、一定の機密区分
に係る契約あるいは助成の一部について従属する契約を従属契約者と締結する場合
には、契約等の相手方である当局から事前に許可を得なくてはならず、また EUの
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一定の機密区分に当たる情報は、事前の書面による当局からの許可を得ることなし
には、従属契約者に提供してはならないとされている。また情報の機密保持に関わ
る特別な法的枠組みがない限り、第三国で登録されている従属契約者が、EUの一
定の機密区分に当たる情報へのアクセスを必要とする従属する契約を締結すること
はない。
　これらの義務の履行がなされない場合、署名された特定の機密区分に係る契約あ
るいは助成の合意の条件によっては、EU27加盟国あるいはセキュリティに関する
合意を締結している第三国によって発出されたセキュリティクリアランスを有する
従属契約者に従属する契約の相手方を変更する等の、契約者あるいは受益者による
適切な補正措置がとられない限り、契約等の終了の原因が構成される可能性があ
る。
　なお英国の EU離脱の日において上記のような手続が行われている場合で、従属
する契約に係るセキュリティについての条件を満たせない入札者あるいは応募者は
拒否される。
 （元筑波大学非常勤講師）


